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１．計画策定の背景と目的 

近年、全国的に急激な人口減少と少子高齢化が進むなか、安心で快適な生活環境の実現、
財政面等における持続可能な都市経営等を可能とするため、都市全体の構造の見直しが求
められています。 
そのような背景から 2014（平成 26）年に都市再生特別措置法が改正され、「立地適正化
計画」制度が創設されました。 
本市においても、2005（平成 17）年をピークに人口減少に転じており、将来を見据えた
効率的な都市づくりを行うため、生活に必要な機能や居住を拠点に集約させ、拠点間を公
共交通で結ぶといった「コンパクト＋ネットワーク」の考えによる都市づくりを進めてい
くことが重要であり、立地適正化計画を策定しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

人口減少・少子高齢化が進むと起こる問題 

上記のような状況にならないよう、菊川市では今後の人口減少や高齢化に対応し、
将来にわたって持続可能なまちづくりを行うために立地適正化計画を策定します。 

◆賑わいの喪失 
人口減少により各種サービス施設の
経営が困難となり、産業の縮小・撤退
など、賑わいが喪失する可能性がありま
す。 

◆不便な地域の拡大 
利用者の減少により、バス運営にも影
響を及ぼし、徐々に不便な生活環境が
拡大する恐れがあります。 

◆環境の悪化 
空き家･空き地が増加し、生活環境や
景観の悪化、防災･防犯等の対策が必
要となります。 

◆コミュニティの衰退 
人口の減少に伴い、地域コミュニティ
の衰退が懸念されます。 

◆行政サービスの低下 
人口減少とそれに伴う経済・産業活動
の縮小によって税収の減少が見込ま
れる一方で、高齢化による福祉・医療
等の経費や公共施設の老朽化による
維持管理費の増加が想定され、行政サ
ービスの提供も厳しい状況になるこ
とが予想されます。 
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２．計画期間 

本計画は長期的な都市の姿を展望し策定することとされています。 
また、概ね５年毎に評価・検証を行うことを基本として、今後の総合計画や都市計画マ
スタープランの改定等と整合させながら、必要に応じて、見直し・変更を行います。 
 
 
 

３．計画の位置付け 

（１）上位・関連計画との関連性 

立地適正化計画は、都市全体の観点より、居住機能、福祉・医療・商業等の都市機能の立
地、公共交通の充実等に関して検討を行います。そのため、上位計画である本市の総合計
画等に即すると共に、関連する各種計画と連携・調和が保たれる必要があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

上
位
計
画 

静岡県 
東遠広域都市計画 

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 

市町村の都市計画に関する基本的な方針 
（菊川市都市計画マスタープラン） 

菊川市 
第２次菊川市総合計画 

第２次菊川市国土利用計画 

即する 

〔都市計画法第 18 条の２第１項〕 

立地適正化計画 
〔都市再生特別措置法第 81条第１項〕 

具体化 

連携・調和 

関連計画（連携分野） 

即する 

公共施設 都市再生・中心市街地活性化 地域公共交通 
医療・福祉 健康 子育て 

産業 環境 

住宅 

教育・文化 

コミュニティ 防災 等 
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（２）立地適正化計画で定める事項 

立地適正化計画では、主に以下の事項を定める必要があります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ⅰ．立地適正化計画の区域 
 ⇒都市計画区域全体となります。 

Ⅱ．立地適正化計画に関する基本的な方針 
 ⇒計画により目指すべき将来の都市像を整理します。 

Ⅲ．居住誘導区域 
 ⇒人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持し、生活サービスや
公共施設等が持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域です。 

Ⅳ．都市機能誘導区域 
⇒福祉・医療・商業等の都市機能を都市の拠点に誘導して集積することで、各種サー
ビスの効率的な提供を図る区域です。 

Ⅴ．誘導施設 
⇒都市機能誘導区域毎に、地域の人口特性等に応じて必要な都市機能を検討し、立地
を誘導すべき施設を定めます。 

Ⅵ．誘導施策 
⇒都市機能や居住の誘導を図るために必要な施策を整理します。 

Ⅶ．目標値の設定・評価方法 
⇒施策等の達成状況と効果を評価・分析するための目標値と方法について整理します。 

立地適正化計画区域  ＝ 都市計画区域 

市街化区域 
（本市の場合は、非線引きのため基本的に用途地域内） 

居住誘導区域 
⇒市街化区域（本市の場合、基本的に用途地域
内）の中に定めます 

出典：国土交通省資料(一部加工) 

都市機能誘導区域 
⇒原則、居住誘導区域の中に定めます 
⇒各拠点等、複数の箇所に定めることが出来
ます 

誘導施設 
⇒都市機能誘導区域毎に定めます
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 誤解 一極集中 
郊外を切り捨て、市町村内の最も主要な拠点１箇所に、すべてを集約させる 

多極型の都市構造 
中心的な拠点だけでなく、旧町村の役場周辺などの生活の拠点も含めた、多極ネ
ットワーク型のコンパクト化を目指します。 

 
目指す

のは 

 誤解 全ての人口の集約 
全ての居住者（住宅）を一定のエリアに集約させることを目指す 

全ての人口の集約を図るものではない 
例えば農業従事者が農村部に居住することは当然であり、利便性の高い地域に
居住を誘導することで一定エリアの人口密度を維持し、人口密度にメリハリが
ある都市を構築していこうという考えです。 

 
目指す

のは 

現 在 将 来 

(人口密度高) 

(人口密度低) 

将来目指す人口密度 

現在の人口密度 

趨勢の人口密度 

 利便性の高い市街地 ゆとりある市街地 自然との調和 

都市機能誘導区域 

居住誘導区域 

用途地域 

《コラム》コンパクトシティに対する誤解 
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 誤解 強制的な居住場所の集約 
居住者や住宅を強制的に短期間で移動させる 

誘導による緩やかな居住の集約 
施設や公共交通が充実した利便性の高い地域の周辺を居住誘導区域にし、さら
に区域内で支援施策などのインセンティブを講じることで、居住者が魅力を感
じ自ら居住誘導区域内を選んでもらい、時間をかけながら緩やかに居住の誘導
を進めていきます。 

 
目指す

のは 

 誤解 
都市機能誘導区域内に誘導施設を必ず整備 
都市機能誘導区域内に、行政主導のもと誘導施設を必ず整備する 

誘導による緩やかな都市機能の集約 
誘導施設は、公共施設だけでなく商業・医療・福祉・子育てといった民間施設も
対象となります。誘導施設に位置付けた施設の整備に対する支援や立地を誘導
する仕組みなどのインセンティブを講じたり、都市機能誘導区域の周辺に利用
者となる居住を誘導することで、民間事業者が魅力を感じ都市機能誘導区域内
を選んでもらい、時間をかけながら緩やかに都市機能誘導区域内へ多様な機能
の立地を誘導していきます。 

 
目指す

のは 

都市機能誘導区域内 その他の区域 

事業者 

 
周辺には利
用者となる
多くの住民 

 支援措置 
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１．上位・関連計画 

（１）東遠広域都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

（2016（平成 28）年４月） 

☑基準年次・目標年次 
2010（平成22）年～2030年 

☑基本理念 
１．拠点の充実と連携促進による賑わいのあるコンパクトな都市づくり 
２．暮らしを支える産業が力強く活力を生み出す都市づくり 
３．安全・安心・快適な住み続けたい都市づくり 
４．地域資源を活かした個性的で誇りの持てる都市づくり 
５．環境と調和・共生した都市づくり 
６．市民・企業・行政等の協働による都市づくり 

☑土地利用に関する方針 
１．住宅地用途の配置に関する方針 
菊川宮の西地区では、土地区画整理事業等による都市基盤整備と地区計画等によりゆとり
のある戸建て住宅を中心とした良好な低層住宅地を配置する。また、JR 菊川駅南地区等に
おいては、中層住宅地を配置する。 
２．商業・業務地用途の配置に関する方針 
JR菊川駅周辺、東名高速道路菊川インターチェンジ周辺、小笠地区の3・4・39 堤佐栗
谷線沿道等の商業・業務地は、近隣商業・業務地として配置する。 
３．工業地用途の配置に関する方針 
菊川市街地の周辺、横地地区、小笠市街地の南西部等に、公害の防止及び土地利用の純化
を図りつつ、今後とも工業地として配置する。 
４．優良な農地との健全な調和に関する方針 
菊川・上小笠川・牛淵川・丹野川・高松川等の河川沿いにおける水田地帯等農業振興地域
の農用地区域は、今後も優良な農地として保全する。 
５．災害防止の観点から必要な市街化の抑制に関する方針 
土砂災害特別警戒区域においては、開発及び住宅の新規立地等の規制を図り、土砂災害警
戒区域、砂防指定地、地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域、それらと近隣接する区
域については土地利用規制を実施する。また、湛水、津波、土砂災害等の恐れのある区域に
ついても開発を抑制し、市街地をとりまく森林、農地などは、保水、遊水機能等の災害防止
機能が維持されるよう無秩序な開発を抑制していく。 
６．自然環境形成の観点から必要な保全に関する方針 
樹林地、斜面樹林地、公共空地周辺の緑地などは、都市環境を維持する貴重な要素である
ため保全する。また、遠州灘海岸の沿岸部及び樹林地については、海岸環境を保全する。 
７．秩序ある都市的土地利用の実現に関する方針 
既存集落地等において居住環境の維持・向上を図る必要がある地区においては、周辺環境
に配慮した計画的な土地利用を図る。既に都市的土地利用がなされている区域においては、
総合的に判断し、都市計画上の位置づけを検討する。 
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（２）第２次菊川市総合計画（2017（平成 29）年３月） 

☑計画期間 
2017（平成 29）年度～2025 年度 

☑まちづくりの基本理念 
●共に生きる＜共生と協働＞ ●自らを拓く＜自立と交流＞ ●未来へ歩む＜継承と発展＞ 

☑将来像 
みどり ときめき たしかな未来 菊川市 

☑目標人口 
45,000 人（2025年） 

☑将来都市構造 
○自然と住環境が調和した都市づくり 
○賑わいと活力を生み出す都市づくり 
○地域間や広域のネットワークが充実した都市づくり 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☑基本目標 
目標１︓子どもがいきいき育つまち 目標２︓健康で元気に暮らせるまち 
目標３︓活気にあふれ地域の良さを伸ばすまち 目標４︓快適な環境で安心して暮らせるまち 
目標５︓まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち    

区 分 内 容 

都市拠点 
・JR 東海道本線菊川駅（駅北周辺）、東名高
速道路菊川インターチェンジ、中央公民館
の周辺への都市機能集積を図ります。 

都市軸 
・JR 東海道本線、東名高速道路、県道掛川
浜岡線バイパスなどを位置づけ、市内外
を結ぶ広域交通網を形成します。 

地域コミュニ
ティゾーン 

・地域のコミュニティ施設を核とした生活
に身近な行政サービスを充実します。 
・「地域コミュニティゾーン」相互や「市街
地ゾーン」との連携を図ります。 

市街地ゾーン 
・商業系機能などの強化を進めながら土地
利用を高度化し、まちの象徴的な空間と
なるようにします。 

産業ゾーン 

・東名高速道路や隣接する富士山静岡空
港など広域交通拠点との隣接性を活か
し、既存産業の振興や新たな業種・業
態の導入を促します。 

緑･茶園･田園
ゾーン 

・茶の生産環境の維持・保全を図ります。 
・自然生態系、地域振興、周辺の土地利
用に配慮し、観光・レクリエーション、
学習などの場として活用します。 
・優良な農地の保全に努め、生産性の向
上に向けた基盤整備を進めます。 

親水ゾーン 
・菊川をはじめとする河川と沿川部につ
いて、自然景観の保全とともに、河川の
浄化に努め親水性を高めます。 

里山ゾーン 
・棚田・雑木林などの良好な里山の環境
や景観、歴史や伝統を踏まえた文化資
源の保全に努めます。 
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（３）第２次菊川市国土利用計画（2018（平成 30）年３月） 

☑土地利用の基本方針 
①人口減少社会の到来を踏まえた健全で効果的な土地利用の推進 
②広域的視点に立った土地利用の推進 
③自然環境や景観に配慮した土地利用の推進 
④地域コミュニティを支える土地利用の推進 
⑤市民の安全・安心を実現する土地利用の推進 
⑥活力ある産業振興を図る土地利用の推進 
⑦諸計画との調整 

☑基準年次・目標年次 
2015（平成27）年～2025年 

☑目標人口 
45,000人（2025年） 

☑土地利用構想図 
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（４）第２期菊川市まち･ひと･しごと創生 人口ビジョン＆総合戦略

（2020（令和２）年３月） 

☑計画期間 
人口ビジョン︓～2060年  総合戦略︓～2024 年 

☑人口の将来展望 
2060 年に 36,000人を目指す 
〇合計特殊出生率 
2014（平成 26）年︓1.66⇒2035 年︓2.06 を実現 
〇移動率の改善 
◆10 代後半の転出者の 30％が 20 代になり市内にUターン 
◆30 代～50 代の転出者を 70％に抑制（10 歳未満の転出者は 80％に抑制） 

☑基本目標 
目標Ⅰ︓未来を支えるまちづくり 
    １．郷土愛を育み、定住を促進する  
    ２．結婚・出産・子育てを支援する 
目標Ⅱ︓魅力を高めるまちづくり 
    １．多様な人材の活躍を推進する 
    ２．働きやすい環境を実現する 
    ３．安心できる生活環境を築く 
 
 

（５）菊川市都市計画マスタープラン（2011（平成 23）年 12 月） 

☑計画期間 
2011（平成 23）年～2030 年 

☑都市政策の根本的な考え方（3本柱） 
《その１》ネットワーク型都市構造の構築による、一体性の高い都市づくり 

～無秩序な市街地拡大の抑制による都市経営コスト増大の防止～ 
～拠点の明確化と拠点間の連携強化による交流の促進～ 

《その２》拠点の充実・強化による、機能性の高い都市づくり  
～拠点の役割に応じた適正な土地利用の誘導～  
～拠点の安全性・快適性・利便性を高める適正なインフラ整備の推進～ 

《その３》地域資源の有効活用による、個性と魅力のある都市づくり 
～自然、歴史・文化、景観などの活用による都市の魅力と付加価値の向上～ 
～人と人との交流により生み出される力・知恵・新たな価値観の有効活用～ 

☑都市づくりの基本理念 
○住み続けることに安心と喜びを感じる都市づくり －「生活基盤」の充実・向上－ 
■安全・安心・快適に住み続けることができる都市づくりを進めます。 
■災害に強い都市づくりを進めます。 
○賑わいと活力を生み出す都市づくり－「都市活力」の創出・創造－ 
■産業基盤の維持・創出を図る都市づくりを進めます。 
■産業活動や交流を支える交通体系が整った都市づくりを進めます。 
○環境と調和・共生した都市づくり －「環境共生」への取り組み－ 
■豊かな自然資源を保全・活用する都市づくりを進めます。 
■持続可能な資源循環型の都市づくりを進めます。 
○個性的で誇りの持てる都市づくり －「地域資源」の保全・活用－ 
■美しく誇りの持てる景観を創出する都市づくりを進めます。 
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■歴史・文化・観光などの資源を有効に活用した都市づくりを進めます。 
○市民・事業者・行政等の協働による都市づくり －「自立・協働」の意識高揚－ 
■市民・事業者と行政の協働による都市づくりを進めます。 

☑都市づくりのテーマ 
大切な水・緑を守り育み、いきいきとしたくらしを創造する都市・菊川 

☑将来都市構造 
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（６）菊川市地域公共交通網形成計画（2019（令和元）年８月） 

☑計画期間 

2019（令和元）年度～2025年度 

☑公共交通の基本理念 

『拠点・各地域の連携強化による持続可能な公共交通網の構築』 

☑基本方針 
基本方針１︓地域間や広域アクセスの交流促進に寄与する各公共交通機関が相互に連携した

利便性の高い公共交通網の形成を目指す 

基本方針２︓地域の特性や実情に即した市民協働の公共交通サービスの提供を目指す 

基本方針３︓市民や来訪者（高校生等）に利用者に分かりやすい公共交通サービスを目指す 

基本方針４︓多様な主体との連携によるまちづくりと一体となった持続可能な公共交通を目

指す 

☑実施事業の概要 
目標①︓利用しやすい公共交通網の形成 【事業１】菊川市コミュニティバスの再編 

【事業２】路線バス及び自主運行バスの維持 

【事業３】ＪＲ東海道本線の利用促進 

【事業４】タクシーの利用促進 

目標②︓利用しやすい環境整備や車両導入 【事業５】交通結節点の機能強化 

【事業６】バス停の待合環境の整備 
【事業７】利用しやすい車両（バス･タクシー）

整備 
目標③︓分かりやすい公共交通の情報提供 【事業８】運行情報提供の充実 

目標④︓高齢者が外出しやすいサービスの提供 【事業９】高齢者の外出支援制度の導入 

目標⑤︓商業施設等との連携による公共交通
利用促進 

【事業 10】商業施設等との連携サービスの導入 

目標⑥︓公共交通の維持・確保に関する意識
醸成 

【事業 11】公共交通利用促進活動の実施 

目標⑦︓公共交通の輸送を担う人材確保 【事業 12】運転手の確保策の実施 
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（７）菊川駅北整備構想（2017（平成 29）年４月） 

☑駅北地域の目指すべき姿（将来像） 

菊川市の新たなにぎわい生活拠点～にぎわう駅前とえらばれる生活の場～ 

☑地域づくりの基本的な方向性（基本方針） 
(1)利便性の高い環境づ
くりにより若い子育
て世代が多く住むま
ち 

・急務となっている人口減少問題の対策を推進するために、立地ニ
ーズが高く利便性の高い駅前地域に、まずは人口を集積させるこ
とが望ましい。 
・駅前に人口を集積させることは、コンパクトシティ推進の観点
にも合致している。 
・人口増加に伴い、足りない生活利便・サービス施設を集積させ
ることで魅力を高め、人口集積を加速させていく。 
・駅前地域の住宅環境が成熟した後は、既存住宅地や西方地域に
おいても住宅需要が広がっていく可能性がある。 
・利便性の高い住環境づくりにより、若い世帯を呼び込みなが
ら、多世代が交流できるまちを目指す。 

(2)就業の場を創出し、
多くの人でにぎわう
地域経済を支えるま
ち 

・菊川市都市マスタープランで示された方針を踏まえると、駅北
地域は産業立地の一役を担うことが期待されている。 
・上記(1)が実現されれば、生活利便・サービス施設が集積する
ことで、雇用が創出されることとなる。 
・また、菊川市には工場や商業施設立地のポテンシャルもあるこ
とから、さらに新たな雇用創出が期待できる。 
・駅前地域については、駅を中心に、にぎわいの創出と地域の活
性化を図る核としていく必要がある。 
・また、北口および駅前広場の必要性についても検討していく。 
・西方地域については、将来的な開発候補地として企業誘致活動
等を進めていく中で、道路等の基盤整備の必要性を検討して
いく。 
・駅北地域に第二次、第三次産業を誘致することで、就業の揚を
創出すると共に、地域経済の活性化を図っていく。 

(3)駅近接の交通利便性
を活かして歩行者が
安全に行き交うまち 

・車利用者は駅周辺 2 箇所の踏み切りのない接続道路を利用し
て駅南側に行くことができるが、公共交通である鉄道の利用
者は、少ない南北接続箇所をわたって駅南側に回り込む必要
があるため、安全性・利便性が良いとは言い難い。 
・上記（1) (2)により住宅および産業が集積されると、駅北地域
の駅利用の需要がさらに高まるものと考えられる。北口およ
び駅前広場の開設により、駅近接という立地メリットを生か
し、歩行者が安全に行き交うことができるまちを目指す。 
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☑土地利用ゾーニング ※西方地域略 
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２．現状 

（１）本市の概況 

〇本市は、静岡県の中西部、静岡市と浜松市のほぼ中間に位置し、市の中央を一級河川菊
川が流れる、温暖な気候に恵まれた自然豊かな地域です。 

〇市域は､東西方向に約９km、南北方向に約17kmで、面積は94.19㎢となっています。 
〇都市計画区域の面積は 61.93 ㎢であり、このうち 15％に相当する 9.34 ㎢が用途地域
に指定されています。 

〇市内には、JR東海道本線菊川駅、東名高速道路菊川インターチェンジを有しています。
また、富士山静岡空港、JR東海道新幹線掛川駅、御前崎港、新東名高速道路に近接し、
交通利便性の高い地域となっています。 
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（２）人口 

１）人口推移 

〇国勢調査では、2005（平成 17）年の 47,502 人をピークに人口が減少しています。 
〇総人口は、2015（平成 27）年で 46,763人であり、2045 年にかけて約 5,800 人（約
12％）減少する見込みとなっています。（国立社会保障・人口問題研究所推計） 

〇年齢 3区分別人口を見ると、2015（平成 27）年において 65歳以上の老年人口比率は
25％で、静岡県全体の 28％（2015（平成 27）年国勢調査）と比較すると、若干老年
人口比率は低くなっています。しかし、老年人口は 2030 年まで増加する見込みとな
っており、比率は 2045年まで年々増加する見込みとなっています。一方、2045 年に
おける 15歳未満の年少人口比率は、静岡県全体の 11％に比べ、13％と若干高くなっ
ています。 

〇5歳階級別人口を見ると、2045 年において、2015（平成 27）年と比べ 70歳未満の
人口が減少する一方、70歳以上の人口は増加する見込みとなっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

◆全市的な人口推移（年齢３区分別人口の推移） 

◆人口ピラミッド（５歳階級別人口） 
【2015（平成27）年】 【2045 年】 

出典︓2015（平成 27）年国勢調査（総務省）、日本の地域別将来推計人口（国立社会保障・人口問題研究所） 
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出典︓各年国勢調査（総務省）、日本の地域別将来推計人口（国立社会保障・人口問題研究所） 
※推計値は、国立社会保障・人口問題研究所が算出した 2010（平成 22）年と 2015（平成 27）年の国勢調査を基に行っ
た「日本の地域別将来推計人口（2018（平成 30）年推計）」の値 

※実数値の年齢3区分は、年齢不詳を除く 

約 12％減 

※2015（平成 27）年は年齢不詳を除く 
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２）人口増減と人口密度 

〇2015（平成 27）年から 2045 年にかけて、人口は減少する見込みとなっていますが、
特に JR菊川駅や青葉台を中心に、大幅な減少が見込まれています。一方、土地区画整
理事業が行われた菊川インターチェンジ南側の加茂地区や下平川地区等で、人口が若
干増加する見込みとなっています。 

〇人口密度は、主に用途地域内で高くなっていますが、全市的な人口減少に伴い、2045
年には、用途地域内でも人口密度の低下が見込まれています。 

〇既成市街地の最低基準とされる 40人/ha（都市計画運用指針）を上回る地域は、2015
（平成 27）年では、用途地域内で多くみられますが、2045年には JR菊川駅南側では
40人/ha 未満になる地域が多くなることが見込まれています。また、青葉台でも、人
口密度の大幅な低下が見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【2015（平成27）年～2045年】 

出典︓2015（平成 27）年国勢調査（総務省）、日本の地域別将来推計人口（国立社会保障・人口問題研究所） 

◆人口増減数 

※推計方法︓国立社会保障・人口問題研究所が算出した2010（平成22）年と2015（平成27）年の国勢調査を基に行った「日
本の地域別将来推計人口（2018（平成30）年推計）」に伴い公表している「市町村別将来の生残率・純移動率・
子ども女性比・０-４歳性比」の値を2015（平成27）年国勢調査の500ｍメッシュに乗じることにより推計。 

JR 菊川駅周辺で大幅
に減少する見込み 

拡大図 

1 

2 

1 

2 

菊川IC南側では若干
増加する見込み 

≪菊川地域≫ 

≪小笠地域≫ 

※色が無い箇所は、人が住んでいない地域（以下の人口
に関する図面についても同様） 
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【2015（平成27）年】 

出典︓2015（平成 27）年国勢調
査（総務省）、日本の地域
別将来推計人口（国立社会
保障・人口問題研究所） 

◆人口密度 
【2045 年】 

2015 年に比べ、JR 菊川駅周
辺でも人口密度が低下見込み 
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≪菊川地域≫ 

≪小笠地域≫ 

青葉台でも人口密度が大幅に
低下 
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３）高齢化率 

〇2015（平成 27）年から 2045 年にかけてほとんどの地域で高齢化率（65歳以上の老
年人口比率）が上昇する見込みとなっており、2015（平成 27）年では人が居住してい
る地域のうち高齢化率が 30％以上の地域は 38％だったのに対し、2045 年には 76％
に増加する見込みとなっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

【2015（平成27）年】 【2045 年】 

出典︓2015（平成 27）年国勢調
査（総務省）、日本の地域
別将来推計人口（国立社会
保障・人口問題研究所） 

◆高齢化率 

 ほとんどの地域で
高齢化率が上がる

見込み 
拡大図 
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≪菊川地域≫ 

≪小笠地域≫ 
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４）人口動態 

〇2016（平成 28）年までは、自然減・社会減となっていましたが、近年は、社会増とな
り、その社会増が自然減を上回り若干の人口増加となっています。人口増加の要因と
して、外国人の増加が挙げられます。また、５歳階級別の転入・転出者数を見ると、20
～34歳までの転入・転出が多く、就職、転職、転勤など仕事の都合による転入者が転
出者を上回っていることが要因と考えられます。 

〇従業地・通学地としては、約半数が菊川市内で、次いで掛川市が約2割となっており、
職住が近接していることが伺えます。 
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◆自然増減（出生数・死亡者数）・社会増減（転入者数・
転出者数）の状況 

◆年齢（５歳階級）別 転入・転出者数 

出典︓住民基本台帳人口移動報告（2015（平成 27）年. 2016（平成 28）年. 2017（平成 29）年 総務省） 

 近年は社会増が 
自然減を上回る 

◆従業地・通学地による人口・就業状態 

出典︓2015（平成 27）年国勢調査（総務省） 
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５）DID 地区の変遷 

〇本市のDID地区（人口集中地区）は、JR菊川駅周辺（駅南側の用途地域内）に広がっ
ており、面積は徐々に広がっています。一方、DID地区内の人口密度は徐々に低下し、
都市の低密度化が進行しています。 

〇また、市南部の用途地域には 40 人/ha 以上の箇所もあるものの DID 地区が無い状況
です。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆DID地区の変遷 

出典︓国土数値情報（国土交通省）、各年国勢調査（総務省） 

【2015（平成27）年】 【2005（平成17）年】 

【1995（平成7）年】 【1985（昭和60）年】 

 面積︓100ha 
人口︓5,142 人 

人口密度︓51.4 人/ha 

 面積︓180ha 
人口︓8,088 人 

人口密度︓44.9 人/ha 

 面積︓203ha 
人口︓8,545 人 

人口密度︓42.1 人/ha 

 面積︓212ha 
人口︓8,445 人 

人口密度︓39.8 人/ha 

※DID 地区（人口集中地区）は、国勢調査基本単位区等を基礎単位として、１)原則として人口密度が１平方キロメートル
当たり4,000 人以上の基本単位区等が市区町村の境域内で互いに隣接して、２)それらの隣接した地域の人口が国勢調
査時に5,000 人以上を有する地域。 
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（３）土地利用 

１）まちの成り立ち 

〇本市は、「塩の道」など、古くから南北交通の要所として栄えており、明治に入り JR菊
川駅の開通により、駅周辺を中心に市街地が広がりました。 

〇昭和に入ると、東名高速道路の開通とあわせて菊川インターチェンジが開設され、そ
の周辺で土地区画整理事業が実施されたことで、新たな商業地域が形成されています。 

〇2005（平成 17）年には、小笠町と菊川町が合併し現在の「菊川市」が誕生しました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

時代 内容 
中世 遠州と信州を結ぶ「塩の道」など、古くから南北交通の要所として栄える 
明治 1889（明治 22）年には、堀之内駅（現 JR 菊川駅）の開設により、駅前周辺

を中心に市街地が広がる 
大正 1924（大正 13）年に、堀之内軌道（堀之内駅（現 JR 菊川駅）前から池新田

（現御前崎市））に日本初のディーゼル機関車が走る 
昭和 1935（昭和 10）年に、堀之内軌道が廃止 

1969（昭和 44）年に、東名高速道路開通、菊川インターチェンジ開設 
平成 1990 年代から菊川インターチェンジ周辺の土地区画整理事業により新たな商

業地域が形成 
2005（平成 17）年に、小笠町と菊川町が合併し「菊川市」へ 
2005（平成 17）年に、平川土地区画整理事業完了 
2008（平成 20）年に、JR菊川駅前広場が完成 
2008（平成 20）年に、南部第二土地区画整理事業完了 
2016（平成 28）年に、宮の西土地区画整理事業完了 

出典︓市の紹介、市の沿革（菊川市ホームページ）、菊川町三十年の歩み（菊川町史編纂委員会） 

◆行政界 
【1920（大正９）年】 【1950（昭和25）年】 【1960（昭和35）年】 【2005（平成17）年以降】 

出典︓国土数値情報（国土交通省） 
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２）用途地域等 

〇用途地域は、933.9ha で、市域の 10％、都市計画区域の 15％となっています。JR菊
川駅前や市南部では、（主）掛川浜岡線の沿道が近隣商業地域に指定され、その周辺に
住居系の用途が指定されています。工業地域及び工業専用地域には、潮海寺、JR菊川
駅北側、西方、加茂、半済、横地、赤土、嶺田が指定されています。 

〇地区計画は、３地区（潮海寺、菊川駅南、平川）指定されており、良好な市街地形成と
居住環境の形成を目指しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆用途地域、地区計画 

出典︓2017（平成 29）年度 東遠広域
都市計画区域及び中遠広域都市計
画区域 都市計画基礎調査、ふじ
のくにオープンデータカタログ 
地区計画（静岡県 2017（平成
29）年３月時点）、地区計画につ
いて（菊川市ホームページ） 

＜潮海寺地区計画＞ 
JR 北地域︓優れた歴史、自然環境と調和した、ゆ
とりある快適な一戸建住宅中心の低層住宅地区 
JR 南地域︓菊川駅前通り線を基軸に低密度住宅
地と商業・業務地の整合を図り、良好な生活空間
を創出 

＜平川地区計画＞ 
文化交流地区︓文化施設や近隣公園を中心に、市民が交流できる地区 
沿道商業業務地区︓幹線街路の利便性を活かした、沿道サービス型の商業・
業務機能を持つ地区 
沿道住居・商業複合地区︓居住機能及び商業機能を合わせ持つ複合地区 
沿道住居地区︓沿道における生活利便施設と居住機能との調和のとれた地区 
低層住居地区︓専用住宅を主体に、潤いと落ち着きのある良好な居住環境の
形成を図る地区 

＜菊川駅南地区計画＞ 
コミュニティー商業地区︓近隣商店街としての商
業施設が立地する地区 
沿道商業地区︓商業的又は商業・業務的な土地利
用と住宅が調和する地区 
中心商業地区︓土地の高度利用を図り商業環境を
整備しつつ、景観を考慮した商業の中心地区とす
る 
一般住宅地区︓中心商業地に近接した市街地の中
で、良好な住宅環境を形成する中低層住宅を主体
とした地区 
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３）土地利用現況 

〇都市計画区域内の土地利用は、農地や山林などの自然的土地利用が約 66％、住宅など
の都市的土地利用が約 34％となっています。用途地域内は、都市的土地利用が約 77％
で自然的土地利用が約 23％なのに対して、用途地域外は、都市的土地利用が約 26％、
自然的土地利用が約 74％で田・畑・山林が広がっています。 

〇住宅用地は、用途地域内が 242ha に対し、用途地域外が 400ha となっており、市内
に広く分散していることが伺えます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典︓2017（平成 29）年度 東遠広域都市計画区域及び中遠広域都市計画区域 都市計画基礎調査 

◆土地利用現況図 

土地利用 

自然的土地利用 都市的土地利用 

計 農地 その他自然
的土地利用 

宅地 その他都市
的土地利用 住宅用地 商業用地 工業用地 農林漁業 

施設用地 
用途地域内(ha) 94.5 120.4 242.0 40.4 191.0 5.0 240.6 933.9 

 10.1% 12.9% 25.9% 4.3% 20.5% 0.5% 25.8% 100.0% 
用途地域外(ha) 2,147.8 1,747.8 400.0 78.6 113.9 56.4 714.7 5,259.1 

 40.8% 33.2% 7.6% 1.5% 2.2% 1.1% 13.6% 100.0% 
合計(ha) 2,242.3 1,868.2 642.1 118.9 304.9 61.4 955.3 6,193.0 

 36.2% 30.2% 10.4% 1.9% 4.9% 1.0% 15.4% 100.0% 
※四捨五入の関係で合計が一致しないことがあります。 
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４）開発の動向 

〇宅地開発は、主に用途地域内において行われており、平成 20 年代に実施された宅地開
発地で、今後も人口が増加する予測となっていますが、昭和 40～50 年代に実施された
宅地開発地においては、今後は高齢化の進行や人口が減少する見込みとなっています。 
〇新築建物の分布をみると、用途地域内を中心に住宅が建てられていますが、半数程度
が用途地域外の（主）掛川浜岡線などの幹線道路周辺などで分散して行われています。 

〇農地から住宅等への転用も、用途地域内が多くみられます。 
〇市内には新たな市街地整備などは進められていませんが、JR 菊川駅北側においては、
北口開設とあわせて駅北側の有効活用が求められています。 

〇一方、周辺市町村の大規模な開発動向として、東名高速道路相良牧之原インターチェ
ンジ北側区域の開発（牧之原市）や、新東名島田金谷インターチェンジ周辺の開発（島
田市）等が検討されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆宅地開発位置図 

昭和 40・50 年代に宅
地開発が行われた地域
では、人口減少の見込
み 

近年宅地開発が行われ
た地域では、まだ人口
が増加する見込み 

出典︓2017（平成 29）年度 東遠広域都市計画区域及び中遠広域都市計画区域 都市計画基礎調査 

拡大図 

1 

2 

1 

2 
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◆新築建物（住宅用地）件数 

◆新築建物（住宅用地）分布図 

出典︓2017（平成 29）年度 東遠広域都市計画区域及び中遠広域都市計画区域 都市計画基礎調査 

◆農地転用状況図 
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５）空き家の状況 

〇2018（平成 30）年 10月現在、空き家の数は274件となっており、JR菊川駅周辺や
青葉台、平川地区周辺の用途地域内で多く存在しています。 

〇また、昭和 40～50 年代に実施された宅地開発地では、今後高齢化の進行や人口減少
が見込まれていることから、空き家の増加も予想されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典︓菊川市資料（2018（平成 30）年 10 月時点） 

平川地区周辺で多く空き
家が見られる。 

JR 菊川駅周辺や青葉台で多く
空き家が見られる。 

◆空き家の状況図 
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６）用途地域内における未利用地の状況 

〇５年間で大きな変化はありませんが、本市の中心的な市街地である JR菊川駅周辺にお
いて、低・未利用地（建物跡地等の都市的状況の未利用地、平面駐車場）が散在して見
られます。 

〇また、加茂地域南部でまとまった低・未利用地が見られます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
※低・未利用地︓土地利用現況によるその他の空き地（建物跡地等の都市的状況の未利用地、平面駐車場） 
 
出典︓2012（平成 24）年度 東遠広域都市計画区域都市計画基礎調査（菊川市）、 

2017（平成 29）年度 東遠広域都市計画区域及び中遠広域都市計画区域 都市計画基礎調査（菊川市） 

◆低・未利用地図 

【2012（平成24）年】 

【2017（平成29）年】 

 JR 菊川駅周辺でも 
低・未利用地が散在 

 加茂地域南部ではまとまっ
た低・未利用地が見られる 
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７）農業・自然に関わる法規制 

〇農業振興地域内農用地区域は、用途地域外の多くの地域で指定されています。 
〇水源の涵養、土砂の崩壊その他の災害の防備、生活環境の保全・形成等のために森林の
機能を確保するための保安林は、市内に２カ所指定されています。 

※居住誘導区域の設定の際に考慮する項目として、都市計画運用指針に記載のある農業振興地域
内農用地区域、保安林を確認 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆農業振興地域内農用地区域・保安林 

出典︓2017（平成 29）年度 東遠広域都市計画区域及び中遠広域都市計画区域 都市計画
基礎調査、菊川市 農振用途図（菊川市 2018（平成 30）年６月時点） 

保安林 

保安林 
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（４）都市機能増進施設 

〇立地適正化計画では、都市機能誘導区域ごとに地域の人口特性等に応じた「都市機能
増進施設」※を検討し、「誘導施設」を定める必要があります。  
※都市機能増進施設︓医療、福祉、商業その他の都市の居住者の共同の福祉又は利便のため

に必要な機能を持つ施設のこと。 
 
〇そこで、誘導施設の検討に必要となる都市機能増進施設について、立地適正化計画作
成の手引き（国土交通省）に示されている拠点類型ごとにおいて想定される各種機能
のイメージを参考にしつつ、立地状況を確認します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆《参考》立地適正化計画作成の手引きにおける「拠点類型ごとに想定される各種機能のイメージ」 

機能 施設選定の考え方 施 設 

介護 
福祉 

高齢化の中で必要性の高まる施設で、日常的に利用する施
設を選定。（長期入所系施設は除外） 

訪問系施設、通所系施設、短期入所系施設、小
規模多機能施設 
地域包括支援センター、保健福祉センター 

子育て 子育て世代にとって居住場所を決める際の重要な要素となる日常的な子育てサービスを提供する施設を選定。 
幼稚園、保育所、認定こども園、小規模保育事業所 
子育て支援施設（児童館、子育て支援センター） 

商 業 集客力があり、まちの賑わいを生み出す商業施設を選定。日々の生活に必要な食料品・日用品等を提供する施設を選定。 
スーパーマーケット 
コンビニエンスストア 

医 療 総合的な医療サービスを提供する施設や日常的な医療サービスを提供する施設を選定。 
病院 
診療所 

金 融 日常的な引き出しや預け入れのほか、決済や融資等の窓口業務を行う施設を選定。 

銀行、その他金融機関 
郵便局 
ATM 

文 化 集客力があり、まちの賑わいを生み出す施設や市民の文化活動を支える施設を選定。 

市民会館・公民館 
図書館 
地区センター・コミュニティセンター 

教 育 子育て世代にとって居住場所を決める際の重要な要素となる教育施設を選定。 

小学校、中学校 
高等学校 
大学 

行 政 中枢的な行政機能のほか、行政窓口を有する施設を選定。 市役所 支所 
 

◆立地状況を確認する都市機能増進施設 
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１）介護福祉機能 

〇介護福祉機能のうち、訪問・通所系の福祉施設は、用途地域内に多く立地しています
が、概ね市内に広く分散しています。市北部の用途地域内は、徒歩圏に施設があります
が、その他の大部分の地域においては、分散しているため、徒歩での移動は困難な状況
です。 

〇交流施設は、JR菊川駅周辺等の一部地域に限られています。 
〇将来的に高齢者は増加する見込みであり、介護福祉機能の更なる充実が求められる可
能性があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  出典︓みんなのあんしん介護保険 わかりやすい利用の手引き（2018（平成 30）年 菊川市） 
   菊川市 施設案内 健康・福祉施設（2018（平成 30）年８月時点） 

◆介護福祉機能の分布状況と徒歩圏（半径500ｍ） ＋ 2015（平成27）～2045 年老年人口増減数 

※徒歩圏は、高齢者の一般的な徒歩圏と言われる 500ｍを記載 
※訪問系施設︓ヘルパーなどが自宅に訪問しお世話をしてくれる拠点施設   通所系施設︓デイサービス等 
短期入所系施設︓ショートステイ等    小規模多機能施設︓施設への通いを中心として、宿泊や訪問を組合せられる施設 
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２）子育て機能 

〇子育て機能である、保育所・幼稚園・認定こども園等は、用途地域内を主としながら
も、市内に広く分散して立地していますが、待機児童対策が課題となっています。 

○人口が多い用途地域内においては、菊川インターチェンジ南側や赤土地域等はカバー
されていない状況となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

◆子育て機能の分布状況と徒歩圏（半径800ｍ） ＋ 2015（平成 27）～2045年年少人口増減数 

出典︓菊川市 児童館、子育て支援センター、保育園・幼稚園・認定こども園・小規模保育事業所（2019（令和元）年６月
時点） 

※徒歩圏は、一般的な徒歩圏と言われる800ｍを記載 
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３）商業機能 

〇商業機能のうち、スーパーマーケットは主に人口密度の高い用途地域内に立地してお
り、用途地域内を概ねカバーしています。 

〇コンビニエンスストアは、幹線道路沿いを中心に、市内に分散して立地しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
出典︓全国スーパーマーケットマップ、コンビニマップ（2018（平成 30）年７月時点） 

※徒歩圏は、一般的な徒歩圏と言われる800ｍを記載 

◆商業機能の分布状況と徒歩圏（半径800ｍ） ＋ 2015（平成27）年人口密度 
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４）医療機能 

〇医療機能は、主に人口密度の高い用途地域内に立地しており、用途地域内を概ねカバ
ーしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※医療機能は、内科、外科、小児科を含む病院または診療所 

◆医療機能の分布状況と徒歩圏（半径800ｍ） ＋ 2015（平成27）年人口密度 

出典︓菊川市くらしの便利帳 2018（菊川市） 
※徒歩圏は、一般的な徒歩圏と言われる800ｍを記載 
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５）金融機能 

〇金融機能は、主に人口密度の高い用途地域内に立地しており、用途地域内を概ねカバ
ーしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
出典︓日本全国銀行・ATMマップ（2020（令和２）年３月時点） 

※徒歩圏は、一般的な徒歩圏と言われる800ｍを記載 

◆金融機能の分布状況と徒歩圏（半径800ｍ） ＋ 2015（平成27）年人口密度 
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６）文化機能 

〇文化機能のうち、市民会館・公民館は市内に２施設立地しており、図書館は市北部の用
途地域と市南部の用途地域周辺にそれぞれ立地しています。 

〇地区センターやコミュニティセンターは、地域の子どもから子育て世代、高齢者まで
もが交流できる施設で、用途地域内を主としながらも、分散して立地しており、用途地
域内においては、JR菊川駅北側や、赤土地域等はカバーされていない状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典︓菊川市 施設案内 教育・文化施設、施設案内 地区センター（2020（令和２）年４月時点） 
※徒歩圏は、一般的な徒歩圏と言われる800ｍを記載 

◆文化機能の分布状況と徒歩圏（半径800ｍ） ＋ 2015（平成27）年人口密度 
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７）教育機能 

〇教育機能のうち、小学校が 10箇所（公立 10）あり、市内に分散して立地しています。 
〇中学校は５箇所（公立４、私立１）あり、市内に分散して立地しています。 
〇高校は、３箇所（公立１、私立２）あり、静岡県立小笠高校、常葉大学付属菊川高校、
菊川南陵高校となっています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典︓菊川市くらしの便利帳 2018（菊川市）、菊川市ホームページ 施設案内 高等学校（2018（平成 30）年７月時点）

◆教育機能の分布状況 ＋ 2015（平成27）年年少人口数 

◆（参考）公立小学校・中学校の児
童数及び生徒数 

出典︓菊川市データルーム2018（平成 30）年度版 
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1,395 1,397 1,340 1,318 1,347
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８）行政機能 

〇行政機能である市役所及び支所は、市北部の用途地域、市南部の用途地域にそれぞれ
立地しています。 

〇また、市民が集うことのできる賑わいの場、地域のコミュニティ活動の拠点および職
員の執務、会議スペースを確保するための施設として、菊川市役所東館が2020（令和
２）年３月供用開始しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
出典︓菊川市 施設案内 市役所（2020（令和２）３月時点） 

◆行政機能の分布状況 ＋ 2015（平成27）年人口密度 
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９）都市機能増進施設の集積状況 

〇生活サービス施設徒歩圏（商業・医療・介護福祉機能を徒歩で利用できる圏域）は、JR
菊川駅周辺、平川地区、横地地区となっています。 

〇様々な都市機能の集積状況を確認した都市機能増進施設積み上げ図を見ると、上記と
同様の箇所のうち特に JR菊川駅周辺と平川地区で、都市機能増進施設の高い集積が見
られ、生活利便性の高い区域であることが伺えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
出典︓全国スーパーマーケットマップ（2018（平成 30）

年 7月時点）、菊川市くらしの便利帳2018（菊川
市）、みんなのあんしん介護保険 わかりやすい利用
の手引き（2018（平成 30）年 菊川市） 

 

◆生活サービス施設徒歩圏 ◆都市機能増進施設積み上げ図 

※生活サービス施設徒歩圏︓商業（スーパーマーケット）・医
療（内科または外科の病院または診療所）・介護福祉施設
（訪問系施設・通所系施設・短期入所系施設・小規模多機能
施設）それぞれ半径800ｍ徒歩圏を全て満たす区域 

※都市機能増進施設の立地状況（徒歩利用圏800ｍ）を 100ｍ
メッシュごとに点数化し、都市機能等の集積状況を点数で示
した図。対象施設の徒歩圏がメッシュにかかる場合に１点加
算している。 
機能 対象施設 
行政 市役所、支所 
介護 
福祉 

訪問系施設、通所系施設、短期入所系施設、小規模多機能施設 
地域包括支援センター、保健福祉センター 

子育
て 

保育施設（保育所、幼稚園、認定こども園、小規模保育事業所） 
子育て支援施設（児童館、子育て支援センター） 

商業 スーパーマーケット コンビニエンスストア 
医療 病院（内科又は外科又は小児科）、 診療所（内科又は外科又は小児科） 
金融 銀行、その他金融機関、郵便局、ATM 

文化 
市民会館・公民館 
図書館 
地区センター・コミュニティセンター 

教育 小学校・中学校 高等学校 
 

商業・医療・介護福
祉機能が徒歩で利
用できる圏域 

様々な都市機能が
集積しており生活
利便性が高い区域 

様々な機能が 
利用できる 

利用できる 
機能が少ない 
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（５）都市交通 

１）公共交通網 

〇市内には、鉄道駅としてJR菊川駅（JR東海道本線）があり、静岡市～浜松市間を結んで
おり、本市の重要な公共交通となっています。しかし、市唯一の駅は市北側の背後に丘陵
地を抱える場所に立地していることから、効果的な活用が進んでいない状況となっていま
す。また、通勤通学の時間帯の駅前は送迎の車で混雑している状況です。 
〇バスは菊川浜岡線（しずてつジャストライン）、萩間線（３市共同自主運行路線）、コミ
ュニティバスが走っています。菊川浜岡線は、JR菊川駅から南北に縦断しており、ほ
とんどの区間が基幹的な公共交通（30本/日（片道）以上）になっていますが、駅の北
側には通っていない状況です。 

〇鉄道駅及びバス停からの徒歩圏をみると、人口密度が高い地域を概ねカバーしています。
また、基幹的な公共交通沿線に施設が立地しているため、施設を利用しやすい環境と
なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典︓菊川市 コミュニティバス コース図・時刻表（2018（平成 30）年 ５月７日改訂）、しずてつジャストライン株
式会社ホームページ、自主運行バス「萩間線」時刻表（菊川市）、国土数値情報（国土交通省） 

◆公共交通網 
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◆公共交通網 ＋ 施設（介護福祉・商業・医療）の分布状況 

出典︓菊川市 コミュニティバス コース図・時刻表（2018（平成 30）年 ５月７日改訂）、しずてつジャストライン株式会社
ホームページ、 
自主運行バス「萩間線」時刻表（菊川市）、国土数値情報（国土交通省）、 
みんなのあんしん介護保険 わかりやすい利用の手引き（2018（平成 30）年 菊川市）、 
菊川市 施設案内 健康・福祉施設（2018（平成 30）年８月時点）、 
全国スーパーマーケットマップ、コンビニマップ（2018（平成 30）年 7月時点）、 
菊川市くらしの便利帳 2018（菊川市） 
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〇鉄道駅である JR菊川駅の乗車人数及び、コミュニティバスの乗車人数は近年横ばい傾
向となっていますが、菊川浜岡線の利用者数は減少傾向にあります。 

〇また、自動車保有台数は長期的に下落傾向となっていますが、直近数年は増加してお
り１世帯当たりの自家用車車両数は県内で４位と高く、自動車が生活の中心となって
いることが伺えます。 

〇さらに、外出時の利用交通手段を見ると公共交通の利用割合が低く、車での移動が中
心となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆バス（コミュニティバス）乗車人数 

◆バス（菊川浜岡線・萩間線）年間利用者数 ◆鉄道（JR菊川駅）年間乗車人数 

出典︓菊川市データルーム 2018（平成 30）年度版 

出典︓菊川市地域公共交通網形成計画
（2019（令和元）年８月 菊川市） 

出典︓菊川市資料 

◆自家用車保有台数 

出典︓静岡県自動車保有台数調査（2018（平成 30）年４月１日 静岡県） 

◆１世帯当たり車両数(自家用乗用車) 

出典︓静岡県自動車保有台数調査 
（2018（平成 30）年４月１日 静岡県） 

1.8 
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伊東市
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熱海市 （台）

◆外出時の利用交通手段（市民アンケート） 

出典︓菊川市地域公共交通網形成
計画（2019（令和元）年
８月 菊川市） 
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（６）都市施設等 

１）都市計画道路の整備状況 

〇都市計画道路は、主に用途地域
内と、旧菊川町と旧小笠町を結
ぶ路線が計画決定済みとなっ
ています。 

〇状況は右図のとおりとなって
おり、市南部の用途地域内では、
未実施箇所（図中︓計画決定済
の箇所）が多い状況です。 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

２）公園の分布状況 

〇公園は、主に用途地域内や土地
区画整理事業等が実施された
区域等に分散して立地してい
ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

出典︓菊川市 オープンデータ 菊川市公園一覧（2018（平成 30）年１月時点） 
2019（令和元）年度 菊川市公園等一覧（菊川市資料） 

出典︓菊川市都市計画課（2021（令和３）年１月） 

◆都市計画道路の整備状況図 

◆公園の分布状況図 
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３）下水道の整備状況 

〇公共下水道（汚水）の区域は、市北部の用途地域とその周辺となっており、用途地域内
にも未整備の区域があります。 

〇普及率（供用開始区域内人口(人)÷住民基本台帳人口(人)）は、2018（平成 30）年３
月末現在で 25.9％となっています。 

〇今後整備が予定されている計画区域において、人口は減少する見込みとなっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典︓2016（平成 28）年度 東遠広域都市計画区域 都市計画基礎調査（2016（平成 28）年 12月末時点） 

◆下水道整備状況 ＋ 2015（平成27）～2045年人口増減数 
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（７）災害 

１）災害リスクのある区域 

〇河川の氾濫による浸水想定区域は、市の南西部に広く想定されており、大半は用途地
域外となっていますが、JR菊川駅東側などの人口密度が高い用途地域内においても２
ｍ以上の浸水深の分布が見られます。 

〇市内では、土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、地すべ
り防止区域が指定されており、一部用途地域内でも指定されている箇所もありますが、
大半は用途地域外となっています。 

〇地震による液状化の危険度は、市南部の用途地域内が高くなっています。 
〇市内には、一次的に逃げる場所である指定緊急避難地が小中学校などの施設で数多く
指定されており、用途地域内は徒歩圏内となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆土砂災害関連の災害区域 

出典︓菊川市資料（2019（令和元）年指定） 
 

 上本所地区では
4ｍを超える地
域も見られる 

 
商業施設が立ち
並ぶ加茂地域南
部も浸水想定区
域となっている 

 
用途地域である
平川・嶺田地区
も浸水想定区域
となっている 

 
一部、用途地域
内が地すべり防
止区域となって
いる 

 
一部、用途地域
内が土砂災害
（特別）警戒区
域となっている 

◆浸水想定区域 

出典︓菊川水系浸水想定区域図電子化データ
（2016（平成 28）年 12 月） 

※菊川水系菊川牛淵川下小笠川氾濫解析 
河川区域︓菊川・牛淵川・下小笠川 
降雨規模︓想定最大規模 
降雨条件︓菊川流域の 12 時間総雨量598mm・

下小笠川流域の１時間雨量141mm 
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※指定緊急避難地（地震災害・一般風水害）︓災害が発生した時に、身を守るた
めに一次的に逃げる場所 

 指定避難所（地震災害・一般風水害）︓住居が被災し、倒壊等で生活ができな
くなった人が一時的に生活するための場所（地震災害の際と一般風水害等で
の開設を見込む施設が分かれている） 

 
出典︓菊川水系浸水想定区域図電子化データ（2016（平成 28）年 12 月）、 

ふじのくにオープンデータカタログ（2018（平成 30）年 12 月 静岡
県）、 
菊川市資料（避難所等 2017（平成 29）年 12 月末現在  土砂災害
関連 2019（令和元）年指定） 

◆液状化危険度図 ◆災害危険区域と避難所等 

出典︓ふじのくにオープンデータカタログ
（2018（平成 30）年 12 月 静岡県） 

 
市南部の用途地
域は液状化発生
の可能性が高い 

 
災害の発生の可能
性が高い地域に
は、避難所等が設
置されている 

※静岡県第４次地震被害想定 
液状化（南海トラフ東側） 
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（８）地域経済 

１）地価の推移 

〇市内の地価公示の過年度推移（20 年間）について、エリア毎の平均値を確認すると、
３つのエリア全てにおいて、近年は下げ止まり傾向が見られますが、長期的に見ると
下落傾向となっています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）産業別労働者人口 

〇産業別労働者人口を見ると、製造業が最も多くなっており、工業団地が４つあること
による影響と考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典︓各年 国土交通省地価公示・都道府県地価調査 

◆産業別労働者人口 

出典︓国勢調査（総務省） 

区分 2000年 2005年 2010年 2015年
総数 26,832 27,226 25,685 25,490
第１次産業　計 3,922 3,649 2,796 2,519
農業 3,918 3,645 2,793 2,512
林業 1 1 3 4
漁業 3 3 0 3
第２次産業　計 12,004 11,280 10,775 10,512
鉱業、採石業、砂利採取業 24 14 11 11
建設業 1,920 1,650 1,512 1,413
製造業 10,060 9,616 9,252 9,088
第３次産業　計 10,831 11,902 11,593 11,968
電気・ガス・熱供給・水道業 166 139 143 160
情報通信業 138 115 150
運輸業、郵便業 1,005 1,136 1,173
卸売業、小売業 3,706 2,996 2,924 2,796
金融業、保険業 412 339 352 337
不動産業、物品賃貸業 71 89 185 174
学術研究、専門・サービス業 - 533 510
宿泊業、飲食サービス業 - 760 1,045 1,006
生活関連サービス業、娯楽業 - 743 691
教育、学習支援業 - 849 812 821
医療、福祉 - 1,547 1,804 2,128
複合サービス事業 - 340 222 270
サービス業（他に分類されないもの） 4,750 3,043 949 1,089
公務（他に分類されるものを除く） 608 657 630 663
分類不能の産業 75 395 521 491

1,118
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３）小売業の事業所数と年間販売額 

〇小売業の事業所数と年間販売額をみると、主に用途地域内で事業所数が多く年間販売
額も多いことが伺えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）工業団地の状況 

〇製茶機器の製造を中心に発展して
きた菊川市の工業は、1969（昭和
44）年の東名高速道路菊川インター
チェンジ開設を機に飛躍的な成長
を見せ、４カ所の工業団地（加茂・
西方地内、半済地内、横地地内、赤
土・嶺田地内）を中心に100社以上
の企業が立地しています。 

〇現在は、自動車関連部品などを取り
扱う輸送用機械器具製造業をはじ
めとして、生産用機械器具製造業や
非鉄金属製造業などの製造業が中
心となっています。 

 

 

  

◆小売業事業所数 ◆小売業年間販売額 

出典︓2014（平成 26）年商業統計メッシュデータ（経済産業省） 

◆工業団地 

加茂・西方 半済 

横地 

赤土・嶺田 

出典︓市の紹介（菊川市ホームページ） 
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５）茶業の状況 

〇菊川市で本格的にお茶の栽培がは
じまったのは、鎖国が解かれた明治
初期からで、その後横浜開港によっ
てお茶が輸出の花形商品となり、菊
川市の東に広がる当時雑木林だっ
た牧之原台地が開墾されお茶が植
えられました。 

〇現在、市の東側には、5,000ha もの
広さを誇る日本屈指の「牧之原大茶
園」が広がっています。 

〇菊川市の魅力を発信するグリーン
ツーリズムの一環として、茶摘み体
験なども行われています。 

〇また、市内には静岡県農林技術研究
所 茶業研究センターが設置されて
おり、お茶に関する様々な研究が行
われています。 

 

６）観光の状況 

〇観光レクリエーション客数及び宿
泊客数は、増減を繰り返しつつ横ば
い傾向となっています。 
○牧之原大茶園をはじめ、千框の棚田
や季節を彩る花々など自然あふれ
る環境と黒田家代官屋敷や応声教
院などの名所、横地城跡や獅子ケ鼻
砦跡などの史跡があります。 

○交通の利便性を活かし、産業や物流、
交流の拠点となる施設を効果的に
活用し、人、ものの流れが活発で活
気あふれたまちを目指しています。 

 
 

  

出典︓菊川市のお茶（菊川市ホームページ）、 
菊川市観光案内「菊川ゆっくりのんびり」 

224,398 224,904

256,117 249,991
237,482

256,209

99,184 96,488
108,542 114,397 115,019 110,698

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度

（人）

観光レクレーション客数 宿泊客数

出典︓商工観光課「静岡県観光交流の動向」、 
2017（平成 29）年度静岡県観光交流の動向（静岡県） 

◆観光交流客数 

千框の棚田 黒田家代官屋敷 
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（９）行財政 

１）財政の状況 

〇本市の過年度歳入の推移は、2006（平成 18）年から 2016（平成 28）年の 10 年間
で、増加となっていますが、自主財源の比率は下がっています。 

〇歳出（性質別）では、高齢者等の増加にともない、社会福祉費としての扶助費の急増に
より義務的経費が増加する一方、建設事業費等の投資的経費は減少しており、将来的
な更新コストの増加が見込まれる公共施設やインフラ資産への費用等は、更に限定的
になることが見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆歳入 

【2006（平成18）年】 

【2006（平成18）年】 

◆歳出 

【2016（平成28）年】 

【2016（平成28）年】 

※グラフ内の数値は、表示単位未満を四捨五入しているため、100％にならない場合がある。 
出典︓2016（平成 28）年度市町村決算カード（総務省）、2006（平成 18）年度市町村決算カード（総務省） 

103 億円 84 億円 97 億円 96 億円 

計 186 億円 計 193 億円 
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（１０）レーダーチャート 

〇本市と全国または同類型都市（人口規模 10万人以下の市町村）を様々な分野で比較し
た際、全国よりも低い項目は、「人口密度」、「公共交通利便性の高いエリアに存する住
宅の割合」、「住宅地の地価（平均）」となっています。一方、同類型都市と比べて「製
造業従業者数」は高い偏差値となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

指標項目 全国 
平均値 

～10 万
人都市 
平均値 

菊川市 

値 
偏差値 

全国 ～10 万
人都市 

人口密度 _H27（2015）   [人/ha] ９ ３ ５ 48 54 
人口密度 _５年変化率(H27/H22)   [%] 95 94 99 56 57 
夜間人口 _５年変化率(H27/H22)   [%] 95 94 99 56 57 
昼間人口 _５年変化率(H27/H22)   [%] 96 94 99 55 57 
公共交通利便性の高いエリアに存する住宅の割合 _住宅総
数   [戸] 46,294 14,370 15,150 48 51 

基幹的公共交通路線の徒歩圏人口カバー率 _駅またはバス
停留所徒歩圏（800m、300m）   [％] 35 27 34 50 54 

日常生活サービスの徒歩圏充足率 _日常生活サービス徒歩
圏   [％] 16 11 22 53 58 

生活サービス施設の徒歩圏人口カバー率 _福祉施設徒歩圏
（800m）   [％] 41 35 57 56 59 

生活サービス施設の徒歩圏人口カバー率 _医療施設徒歩圏
（800m）   [％] 62 54 65 51 55 

生活サービス施設の徒歩圏人口カバー率 _商業施設徒歩圏
（800m）   [％] 40 32 50 53 58 

都市機能を誘導する区域における小売商業床効率 _小売商
業床効率（市街化区域）   [万円/㎡] 48 38 88 59 62 

市民一人当たりの税収額   [千円] 106 101 121 52 53 
地価（平均） _住宅地   [円/㎡] 35,577 18,769 32,243 49 60 
製造品出荷額   [百万円] 183,793 73,698 254,046 51 62 
製造業従業者数   [人] 4,307 1,975 7,727 54 72 
公園緑地の徒歩圏人口カバー _公園緑地徒歩圏都市公園
（街区、近隣、地区）800m市街化区域   [％] 39 27 52 54 59 

※レーダーチャートは、全国1719自治体の都市モニタリングシート（2017（平成29）年度）の全指標項目の数値等に基
づく。各指標のデータは、e-stat、都市計画年報、ＧＩＳ処理により算出、国交省資料などを基に、国交省が全国一律
の基準で整理したもの。 

※「市街化区域内」は本市においては「用途地域内」 
出典︓レーダーチャート作成ツール（国土交通省） 

◆全国偏差値レーダーチャート 

20

30

40

50

60

70

80

人口密度

_H27（2015） [人/ha]

人口密度

_5年変化率(H27/H22)   [%]

夜間人口

_5年変化率(H27/H22)   [%]

昼間人口

_5年変化率(H27/H22)   [%]

公共交通利便性の高いエリアに存する住宅の割合

_住宅総数 [戸]

基幹的公共交通路線の徒歩圏人口カバー率

_駅またはバス停留所徒歩圏（800m、300m） [％]

日常生活サービスの徒歩圏充足率

_日常生活サービス徒歩圏 [％]

生活サービス施設の徒歩圏人口カバー率

_福祉施設徒歩圏（800m） [％]

生活サービス施設の徒歩圏人口カバー率
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３．意向調査の概要 

（１）市民意向 

＜アンケートの実施概要＞ 
１．実施期間︓2018（平成 30）年 12 月６日～12 月 21 日 

（※有効回収期限 2019（平成 31）年１月 25 日） 
２．調査対象者︓18 歳～75 歳の市民 2,000 人（※無作為抽出） 
３．回収状況︓736 人（回収率 36.8％） 
４．設問︓問１．あなたご自身について 

問 2 コンパクトなまちづくりについて 
問 3 主な移動手段及び JR 菊川駅の利用について 
問 4 菊川市に立地する施設について 
問 5 菊川市の災害とお住まいについて 
問 6 自由意見 

 
 
不足している施設 
■菊川市で生活している中で不足していると感じる施設として、公共交通施設（35.7％）、雇用施設
（22.0％）、飲食店（20.0％）が上位に挙げられています。 
■年齢別にみると 18～29 歳、40 代、50 代、地域別にみると内田や河城では、特に公共交通施設
の充実を求める割合が高くなっています。 

⇒バスなどの公共交通施設の充足や働く場の確保が求められており、特に学生等の若い世代や
基幹的な公共交通が不足している地域で公共交通施設の充足が求められています。 

 
人口減少や少子高齢化による生活への影響 
■人口減少や少子高齢化が進むことで影響があることとして、高齢者の増加に伴う医療費などの社
会保障費の増加（37.6％）、公共交通の運行への影響に伴い移動が不便になる（35.2％）、空き地・
空き家の増加によるコミュニティの希薄化や防災・防犯・衛生面等への不安（33.2％）が上位を
占めています。 
■年齢別にみると、18～29 歳は商業施設等の撤退、30 代、40 代の子育て世代は社会保障費の増
加、65 歳以上の高齢者は移動が不便になることが上位となっています。 
■また、家族構成では単身世代、地域別にみると JR 菊川駅から遠い内田や嶺田において移動が不便
になることとの意見が最も多くなっています。 

⇒少子高齢化により、社会保障の増加、公共交通利便性の低下、防災・防犯・衛生面、商業施
設の撤退等についての不安が大きくなっています。 

 
駅やインターチェンジ、中央公民館周辺への移住意向 
■駅や菊川インターチェンジ、中央公民館周辺への移住意向は、今の環境で満足（54.9％）とした
意向が突出して高くなっています。 
■年齢別にみると、30 代では将来的には移住したい（16.3％）との意見が、他の年代よりは若干高
くなっています。 

⇒新たな拠点とした地域への住み替えに対する意向は低い状況となっていますが、30 代の子
育て世代はまちなかへの移住が期待できます。 
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今後のまちづくり 
■徒歩や公共交通で移動できる範囲に都市機能が集まるまちづくりを目指すべきとした意向が
60.1％と突出しています。 

⇒コンパクトな都市構造が求められています。 
 
菊川市内に住み続けるための取組 
■今後多くの市民が菊川市内に住み続けるために重要なことは、働く場・産業の充実が 40.8％と最
も多く、移動手段の充実（29.5％）、子育て環境の充実（29.2％）、良好な住環境の整備（25.1％）
と続いています。 
■年齢別にみると、18～29 歳・50 代・60 代・65 歳以上は働く場・産業の充実、30 代は子育て環
境の充実、40 代は移動手段の充実との意見が最も多くなっています。 

⇒就業環境、交通環境、住環境を充実していくことが求められています。 
 
主な移動手段及び JR菊川駅の利用 
■市内の移動手段で最も重要な課題は、公共交通が充実していない（29.6％）、移動困難な地域が多
い（21.6％）との意見が多くなっています。 
■バスの乗り継ぎが不便とする理由は、運行本数が少ない、運行経路が少ないとの意見が多くなっ
ています。 
■駅の利用頻度は、年数回程度（42.1％）が最も多く、次いで週１回~月数回程度利用する（28.8％）
となっています。利用頻度が多いのは、年齢別にみると、18～29 歳で、地域別にみると JR 菊川
駅に近い西方・町部・河城となっています。 
■駅・駅周辺を利用しないとした主な理由として、利用する施設や目的がない（45.0％）との意見
が最も多くなっています。 

⇒駅・駅周辺の利用は少なく、駅利用に伴う交通手段不足や、駅周辺の利用の目的となり得る
機能不足が主な原因となっています。 

 
都市機能の満足度と立地範囲 
■都市機能の満足度と立地範囲について、総じて徒歩や自転車で行ける範囲に立地していることが
望ましいとした意見が高く、商業（スーパー・コンビニ）や金融施設、学校施設などは利用満足度
は高くなっている一方、商業（飲食店）、医療施設などは満足度が低くなっています。 

■日常的な行動（施設利用等）に伴う主な移動手段の殆どは自動車・バイクとなっており、徒歩や
公共交通といった手段での利用は低くなっています。 

⇒徒歩や自転車で行ける範囲への施設の集積、公共交通等の移動環境の改善が求められています。 
 
商業施設や公共施設等の誘致に伴う立地場所 
■各施設の誘致に伴う立地場所として、行政施設や文化施設は JR 菊川駅周辺や市内に広く分布と
した意向が高くなっていますが、総じて市内に広く分布とした意向が高くなっています。 

⇒各施設は、居住地と近接した地域への誘導が求められています。 
 
災害と住まい 
■災害の可能性のある地域について、積極的な防災対策を求める意向（43.3％）が高くなっており、
災害の可能性のある地域への居住や都市機能の集積をすべきでないとした意向（21.3％）も高く
なっています。 

⇒積極的な防災対策とともに、安全な地域への居住の誘導が求められています。 
  



第２章 都市構造上の現状と課題 

55 
 

（２）企業ヒアリング 

＜企業ヒアリングの実施概要＞ 
１．実施期間︓2019（平成 31）年２月 15 日～２月 28 日 
２．調査対象者︓不動産、建設業、ディベロッパー、金融等の企業９社 

 
 
菊川市の住宅や商業等の開発動向と市場性 

■菊川市の住宅の市場はあるが、JR 菊川駅周辺に比べ小笠地区はあまりない状況である 
■需要がある層は、新婚、転勤、カップル、掛川市に通勤する従業員、外国人労働者等 
■需要がある地区は、加茂地域、駅周辺（駅まで自転車で通える範囲、用途地域内）、商業（スーパ
ー）・薬局などの機能が近くにある地域、子育て機能が充実している地域、同世代が多く住んでい
る地域、実家の近く等 
■現在は周辺市町村のベッドタウンとしての需要があり、周辺市の今後の開発等により、さらに需
要が生まれる可能性がある 

 
菊川市の魅力・セールスポイント 
■菊川インターチェンジがあること／静岡市や浜松市へ鉄道や高速道路で移動できる／インフラが
整っている 
■土地が安価で取得できる 
■程良い田舎暮らしができる 
■総合病院があり、開業医も多い（※県内 23 市の比較によると、病院数 20 位、診療所数 18 位、医師数
18 位 出典︓平成30 年度市町の指標（静岡県経営管理部地域振興局市町行政課）） 

 
菊川市の課題 

＜JR 菊川駅や小笠地域周辺の課題＞ 
■商業の誘導は商圏の人口が少ないため難しいと思われる 
■これから増えていく外国籍の方とふれあう機会の創出が必要 
■バス利用はそもそもニーズが少ないと思われるのでバス周辺への住宅立地は難しいと思われる 
■民間のノウハウを活かして駅前に公共性のある空間をつくり、人の流れをつくり出すことが必要 
＜市全体の課題＞ 
■子育てがしやすいまちづくりが必要 
■市外から菊川市に遊びに来るといったニーズはほとんどない 
■拠点性の向上を図る考えは重要だが、白地内の居住者への配慮も必要 
■駐車場は郊外やまちなかで中途半端に分散していて不便だと思う面はあり、まちなかには多様な
機能が集積していたほうが良い 
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今後取り組むべきこと・アイデア 

■人口を増やすために、産業施策とセットで考えていくことが必要（例︓企業を呼び込むための優
遇措置・減税等の対策／企業が進出しやすいように届出制度等の緩和措置など） 
■外から人を呼び込むよりも、市外へ流出しないように、市内での移動人口をまちなかに増やす等
の考えが必要 
■駅前の空き店舗で、無料で利用できるシェアスペースを提供しており、今後も継続していく予定 
■駅周辺で高齢者が消費活動を行うような環境整備や、個性的な店が並ぶ商店街などの環境整備 
■買い物（モノ消費）以外でコト消費を行う場所の創出 
■子育て施設の充実 
■JR 菊川駅北口の設置と開発 
■用途内の農地の扱い（税制措置等） 
■空き家情報等の発信や、菊川市全体の PR 
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４．課題 

上位関連計画及び菊川市の現状及び意向調査を踏まえ、課題を以下の様に整理します。 
 

（１）上位関連計画からの課題 

項 目 課 題 

上位･関連計画 

■上位関連計画における本市の将来都市構造は、地域間のネットワーク
の形成と拠点性の強化のもとで、菊川市の魅力を活かし、賑わいと活
力のある都市づくりを目指すこととなっています。 
【第２次菊川市総合計画】 
◇自然と住環境が調和した都市づくり 
◇賑わいと活力を生み出す都市づくり 
◇地域間や広域のネットワークが充実した都市づくり 
【菊川市都市計画マスタープラン】 
《その１》ネットワーク型都市構造の構築による、一体性の高い都市づくり 
《その２》拠点の充実・強化による、機能性の高い都市づくり  
《その３》地域資源の有効活用による、個性と魅力のある都市づくり 

■JR 菊川駅北口開設及び菊川駅北整備構想など、本市において新たなプロ
ジェクトが計画されている。さらに本市周辺都市においても主要なプロ
ジェクトが進められており、本市への影響が予想されます。 

 

 

（２）菊川市の現状からの課題 

項 目 課 題 

人
口 

人口推移 

■県全体と比べると年齢構成バランスが比較的保たれる見込みとなってい
るものの、本市では既に人口減少に転じている一方、老年人口比率は年々
増加する見込みとなっていることから、人口減少・高齢化に対応した持
続可能な都市のあり方を検討することが必要です。 

人口増減と人口
密度 

■本市の中心地である JR 菊川駅周辺において大幅に人口が減少し、人口密
度が低下することが予測されており、JR 菊川駅周辺などの用途地域内は
市内でも利便性の高いエリアであることから、新たな居住の誘導等によ
り人口密度の維持を図っていくことが必要です。 

高齢化率 
■静岡県全体と比べると、若干高齢化率は低いものの、ほとんどの地域で
高齢化率が上がる見込みとなっていることから、高齢化の進行に対応し
た施設の配置や交通弱者への対応の検討等が必要です。 

人口動態 

■20～34 歳までの転入・転出が多く、ここ数年は社会増が自然減を上回り
若干人口増加していることから、今後も社会増を維持するための環境づ
くりが必要です。 

■現在、市内・近隣市での通勤・通学が主となっており、今後も職住が近接
した環境を維持することが必要です。 

DID 地区の変遷 
■DID 地区は JR 菊川駅周辺で徐々に広がっていますが、人口密度が徐々
に低下し、都市の低密度化が進行していることから、DID 地区内の人口
密度を維持することが必要です。 
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土
地
利
用 

まちの成り立ち 
■本市はJR菊川駅及び東名高速道路菊川インターチェンジ周辺を中心に発展
しており、2005（平成17）年に２町が合併していることから、旧町の市街
地など、まちの成り立ちに配慮した都市づくりが必要です。 

用途地域等 ■潮海寺、菊川駅南、平川の３地区で住居系に係る地区計画が決定されて
おり、良好な住環境を維持していく必要があります。 

土地利用現況 ■住宅用地は用途地域内に集積しつつも、未だ市内に分散した立地が見ら
れ、利便性の高い用途地域内への居住の誘導が必要です。 

開発の動向 

■都市基盤が整備された地域でも人口が減少する見込みとなっており、良
好な都市基盤既存ストックの有効活用が必要です。 

■JR 菊川駅北口が未開発であり、今後駅北側の有効活用が求められます。 
■本市周辺都市においても主要なプロジェクトが進められており、それら
インパクトを受け入れつつ、一方で活力などの流出につながらないよう
に配慮した取組が必要です。 

空き家の状況 ■駅周辺をはじめ用途地域内で空き家や低・未利用地が散在しており、本
市の中心的な市街地である駅周辺のスポンジ化の進行により本市全体の
活力の低下が懸念されるため、駅周辺における都市のスポンジ化対策が
必要です。 

用途地域内にお
ける未利用地の
状況 

農業・自然に関
わる法規制 

■用途地域外の多くの地域で農業振興地域内農用地区域が指定されてお
り、今後も良好な営農環境を維持することが必要です。 

都
市
機
能
増
進
施
設 

介護福祉機能 ■介護福祉機能は、将来的な老年人口の増加により施設に対する需要が高
まることが予測されるため、適切な配置の検討が必要です。 

子育て機能 

■保育所・幼稚園・認定こども園等は、今後年少人口が減少していくことを
考慮すると、現状の施設数の存続が難しくなることも考えられる一方、
ニーズの変化により幼児施設の充実も求められているため、適切な施設
誘導が必要です。 

商業機能 
■商業機能は、今後の人口減少に伴い、施設周辺の人口密度が低下するこ
とによって、既存施設の撤退等が懸念されるため、既存施設の維持とい
う視点を含めつつ、利便性の高い場所等への適切な施設誘導が必要です。 

医療機能 ■医療機能は、将来的な老年人口の増加により施設に対する需要が高まる
ことが予測されることから、適切な施設誘導が必要です。 

金融機能 
■金融機能は、今後の人口減少に伴い、施設周辺の人口密度が低下するこ
とによって、既存施設の撤退等が懸念されるため、既存施設の維持とい
う視点を含めた施設の検討が必要です。 

文化機能 

■市民会館や図書館等は人口減少下においては、適正な規模及び配置の検
討を行うことが必要です。 
■地区センター等については、今後年少人口が減少していくことを考慮す
ると、現状の施設数の存続が難しくなることも考えられることから、統
廃合を含めたあり方の検討が必要です。 

教育機能 
■教育施設は、今後年少人口が減少していくことを考慮すると、現状の施設
数の存続が難しくなることも考えられることから、統廃合を含めたあり方
の検討が必要です。 

行政機能 ■行政機能は、人口減少下においては、適正な規模及び配置の検討を行う
ことが必要です。 

都市機能増進施
設の集積状況 

■JR菊川駅周辺と下平川地区周辺は都市機能増進施設が集積し利便性の高
い区域となっており、今後も利便性の高い環境を維持することが必要です。 
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都
市
交
通 

公共交通網 

■現在人口密度が高い場所は公共交通のネットワークがあり、施設が利用
しやすい路線体系となっていますが、公共交通の利用割合が低く、車で
の移動が中心となっています。今後、公共交通の徒歩利用圏内の人口減
少により、不採算路線の撤退やサービス水準の低下が懸念されます。ま
た、自動車保有数が減少してきていることと合わせ、今後の高齢化の進
展等により、車を持たない・運転できない人の増加が見込まれます。その
ため、公共交通沿線地域の人口密度を維持し、公共交通のサービス水準
を維持していくことが必要です。 

都
市
施
設
等 

都市計画道路の
整備状況 

■将来的な人口減少による歳入減により、都市基盤の新規整備等にかけら
れる費用がさらに限定される見込みの中、今後の人口減少見通しを踏ま
えた整備の在り方の検討が必要です。 

公園の分布状況 

■他都市と比較すると公園緑地の徒歩圏人口カバー率は高い状況で、人口
が多い場所に公園が配置されている状況であることが伺えますが、今後
の少子高齢化の進行によるニーズの変化等に対応した公園のあり方や維
持管理の検討が必要です。 

下水道の整備状
況 

■下水道の整備済み区域及び計画区域は、市北部の用途地域が基本となっ
ていますが、今後インフラの維持・更新費用が大幅に増大することが想
定されるため、下水道未整備区域については、今後の人口減少見通しを
踏まえた整備の在り方を検討するとともに、整備済み区域への居住の誘
導など既存ストックの有効活用を図ることが必要です。 

災
害 

災害リスクのあ
る区域 

■土砂災害関連の区域は、用途地域外が主となっていますが、浸水想定区
域は、人口密度が高い JR 菊川駅周辺や平川・嶺田地区にもかかってお
り、さらに液状化の可能性が高い地域となっています。これらの地域に
おいて、防災対策等の推進による積極的な居住の誘導の是非の検討が必
要です。 

地
域
経
済 

地価の推移 
■地価公示は長期的に下落傾向となっており、本市の中心的な用途地域内
への都市機能の集積等による魅力向上により、地価下落に歯止めをかけ
ることが必要です。 

産業別労働者人
口 

■製造業が最も多くなっており、今後も働く場の確保をしていくことが必
要です。 

小売業の事業所
数と年間販売額 

■小売業の事業所数と年間販売額は、主に用途地域内でともに多くなって
おり、今後も活力と賑わいが持続するよう、利用者となる人口を集積し、
公共交通でアクセスできる環境を維持することが必要です。 

工業団地の状況 ■４カ所の工業団地があり、製造業従業者数が類似都市と比較しても高くなっており、本市の活力を維持するためにも操業環境の維持が必要です。 

茶業の状況 ■日本屈指の広さを誇る牧之原大茶園があり、安定的な農業経営を営むた
めにも農業力の一層の強化が必要です。 

観光の状況 ■市内には多様な観光資源があるため、交通利便性を活かし交流人口を増
加することが必要です。 

行
財
政 

財政の状況 
■将来的な人口減少による歳入減により、都市基盤の新規整備等にかけら
れる費用がさらに限定される見込みの中、既存の都市基盤を有効に活用
することが必要です。 

レーダーチャート 
■本市と全国を比較した際、人口密度や公共交通利便性の高いエリアに存
する住宅の割合の偏差値が低く、公共交通利便性の高い地域への居住の
誘導が必要です。 
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（３）意向調査からの課題 

項 目 課 題 

市
民
意
向 

不足している施設 ■バスなどの公共交通施設の充足や働く場の確保が必要です。 
人口減少や少子高齢化
による生活への影響 

■社会保障、公共交通、空き地・空き家対策、商業施設の維持が必要
です。 

駅やインターチェンジ、
中央公民館周辺への移
住意向 

■まちなかへの住替え意向は低い状況となっているため、まちな
かに住み替えたいと思える魅力づくりや支援策が必要です。 
■特に 30 代の子育て世代はまちなかへの移住が期待できるため、
子育て世代が求める環境づくりが必要です。 

今後のまちづくり ■今後のまちづくりとして、コンパクトな都市構造を進めること
が必要です。 

菊川市内に住み続ける
ための取組 

■今後も菊川市に住み続けてもらうため、就業環境、交通環境、住
環境を充実していくことが必要です。 

主な移動手段及びJR菊
川駅の利用 

■駅利用に伴う移動手段の確保とともに、駅周辺の利用の目的と
なり得る都市機能等の充実など、駅と連携した環境づくりが必
要です。 

都市機能の満足度と立
地範囲 

■徒歩や自転車で行ける範囲に施設が立地していることが望まし
いとした意見が高いことから、施設が集積している場所への居
住の誘導とあわせ、満足度が高い施設を維持しつつ、満足度が低
い施設の立地誘導を行っていくことが必要です。 

商業施設や公共施設等
の誘致に伴う立地場所 

■各施設は、居住地と近接した地域への誘導が必要です。 

災害と住まい ■災害の可能性のある地域について、積極的な防災対策とともに、
安全な地域への居住の誘導が必要です。 

企
業
ヒ
ア
リ
ン
グ 

菊川市の住宅や商業等
の開発動向と市場性 

■若い子育て世代や働く世代を中心に、駅が近く商業や子育て機
能が充実した地域は居住の需要があることから、駅周辺におけ
る商業や子育て機能等の充実を図り新たな居住を誘導すること
が必要です。 

菊川市の魅力・セールス
ポイント 

■市の強みである菊川インターチェンジ周辺やインフラが整って
いる場所への居住の誘導とともに、菊川インターチェンジを活
かした企業の誘致を推進することが必要です。 

菊川市の課題 

■商業が撤退しないよう周辺の人口を維持するとともに、まちな
かへの多様な都市機能の集積が必要です。 
■居住の需要が高い若い世代や外国人が生活しやすい環境づくり
が必要です。 

■駅周辺の利用の目的となり得る空間の創出が必要です。 
■用途地域内だけでなく、用途地域外の既存の集落等の生活環境
についての配慮が必要です。 

今後取り組むべきこと・
アイデア 

■人口を維持・増加するために工業をはじめとした産業の振興が
必要です。 

■既に市内に住んでいる人がまちなかに住み替えたいと思える魅
力づくりや支援策が必要です。 
■駅周辺の賑わいを創出するための仕掛けづくりが必要です。 
■JR 菊川駅北口の設置と開発を推進していくことが必要です。 
■空き家情報の発信や市の PR など、情報発信をさらに推進する
ことが必要です。 
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１．まちづくり方針 

第２章で整理した都市構造上の現状と課題から、持続可能な都市づくりに向けた本市の
強み・弱みを明らかにし、都市構造上の課題に対応するためのまちづくりの方向性を整理
します。 
 

（１）本市の強み・弱み 

１）本市の強み 
〇働く若者世代の転入が多い職住近接した環境となっている 
通勤・通学は市内や隣接市がほとんどで職住近接したまちとなっており、働く若者世

代である 20～30 代が多く転入しています。人口は長期的には減少傾向にあるものの、
他都市（全国平均）と比較すると減少率は緩やかで、ここ数年は社会増により若干人口が
増加しています。 
 
〇都市機能増進施設は用途地域内に集積しており利用しやすい環境となっている 
商業・医療・福祉といった施設は、JR菊川駅をはじめ公共交通によるアクセス性が高

い地域に集積しており、利用しやすい環境となっています。 
 
〇人のいる場所のほとんどが公共交通でネットワークされている 
現在、居住地となっているほとんどの地域でコミュニティバスがネットワークされて

おり、特に人口が多い用途地域周辺は基幹的なバス路線があることから、多くの人が公
共交通を享受できる環境となっています。 
また、本市には JR 東海道本線菊川駅や東名高速道路菊川 IC など、恵まれた交通基盤

があり、交通利便性の高い地域です。 
 
〇豊かな産業が存在している 
本市の中心部には菊川 IC があり周辺市町村へのアクセス性が良い環境となっていま

す。 
そのような環境を活かし、市内には 4 カ所の工業団地が立地しており、他都市（類似

都市）と比較すると、製造業従業者数が多く製造品出荷額が高い状況で、工業が発展して
いることが伺えます。さらに、用途地域外の多くが農業振興地域内農用地区域となって
おり、日本屈指の広さを誇る牧之原大茶園もあることから、本市の活力維持のためにこ
れらの産業の維持や働く場の確保が必要です。 
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２）本市の弱み 

〇住宅用地が市内に分散し、多くの市民が生活している 
本市は非線引きであることから、住宅用地は用途地域内に集積しつつも市内に分散し

ており、利便性の高い環境を享受できない人が多い状況です。 
 
〇駅周辺をはじめ用途地域内で空き家や低・未利用地が多く存在している 
JR 菊川駅周辺をはじめ、用途地域内で空き家や平面駐車場等の低・未利用地が多く、

ポテンシャルの高い地域が十分に活用されていない状況も見られます。 
また、本市の中心地である駅周辺があまり利用されていないことから、駅周辺の利用

の目的となり得る空間の創出が求められます。 
 
〇公共交通の利用割合が低い 
公共交通のネットワークは整備されているものの、地域公共交通網形成計画の市民ア

ンケート結果から、外出時の利用交通手段を見ると公共交通の利用割合が低く、車での
移動が中心となっていることから、公共交通の利用促進が必要です。 
 
 

３）その他本市に及ぼす要素 

〇本市周辺における開発計画による動向 
牧之原市、島田市における新たな集客施設等の開発計画により、本市への来街者の増

加や経済的効果が期待されるため、それらインパクトを受け入れつつ、一方で活力など
の流出につながらないよう配慮した取組が必要です。 
 
〇市役所庁舎東館の建設や JR菊川駅北口の開設など、新たなまちづくりが進行 
市民が集うことのできる賑わいの場、地域のコミュニティ活動の拠点とした市役所庁

舎東館の建設や、交通結節点である JR菊川駅北口の開設と合わせたまちづくり構想が進
行しており、賑わう駅前と選ばれる生活の場として、本市の新たな賑わい生活拠点とし
て期待されています。 
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＜都市の骨格構造のイメージ＞ 

居住を誘導 

都市機能を誘導 

◆中心部に都市機能を集積 

都市拠点 
（拠点性強化） 

用途地域 
（住居系、商業系） 

駅北地区 

都市拠点 
（拠点性強化） 

中央公民館周辺地区 

◆用途地域外からもまちなかと多様な連携
を図り、好循環を生む環境を創出 

両拠点は公共交通
等で連携 

菊川 IC
周辺 

至掛川 至静岡 

至浜松 至静岡 

JR東海道本線 

東名高速道路 

西方地域 河城地域 

六郷地域 

内田地域 

嶺田地域 小笠東地域 

小笠南地域 

平川地域 

多目的複合拠点 
（拠点性強化） 

≪用途外≫ 
■都市拠点との連携を
強化 

■各地域拠点の強化と
相互連携の強化 

■公共交通等によるま
ちなかの連携 

用途地域外 

用途地域外 

JR 菊川駅 

工業団地 
(加茂･西方) 

工業団地 
(半済) 

工業団地 
(横地) 

工業団地 
(赤土･嶺田) 

牧之原地域 
加茂地域 

横地地域 



第３章 都市の将来像 

65 
 

（２）まちづくり方針 

本市の強み・弱みを踏まえ、まちづくり方針を整理します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

強み 弱み 

本市の強み・弱み 

まちづくり方針（ターゲット） 

課題解決のための誘導方針（ストーリー） 

働く若者世代の転入
が多い職住近接した
環境 

施設は用途地域内に
集積して利用しやす
い環境 

人のいる場所のほとん
どが公共交通でネット
ワークされている 

豊かな産業が存在 

住宅用地が市内に分
散して立地 

駅周辺をはじめ用途
地域内で空き家や
低・未利用地が多い 

公共交通の利用割合
が低い 

方針１ ポテンシャルを生かした魅力ある拠点の形成 
拠点となる地域に、都市機能増進施設を集積させ、さらに公共交通結節機能を強化
することで、便利で魅力的な拠点形成を推進します。 
☛活気と住みやすさを実感できる「環境づくり」による都市機能誘導区域 

方針２ 利便性の高い交通ネットワークの維持と利用促進 
既存の利便性の高い公共交通ネットワークを維持し、さらに利用を促進する取組を
推進します。 
☛公共交通を軸とした多様な連携の促進 

方針３ 各地域の特性を生かしたメリハリある居住環境の形成 
利便性の高いまちなかへ居住を誘導するとともに、本市の地域経済の成長・活性化
に向け、郊外部における産業を推進します。 
☛多様な生活スタイルの実現（居住誘導区域） 

JR 菊川駅周辺をはじめとする拠点の魅力の向上と、さらなる利便性の高いまちな
かを形成することで、転入してくる多くの働く若者が利便性の高いまちなかを選び、
また転入してきた人がそのまま菊川市に住み続けたいと思えるまちを目指します。 
また、これらの世代が住み続けたいと思えるまちとすることで、都市機能が集積

し施設へのアクセスが容易になるなど、高齢者にとっても住みやすいまちの実現を
目指します。 

本市の課題を解決しつつ、まちづくり方針を実現するための誘導方針として、魅
力ある拠点の形成と、拠点と居住地を繋ぐ交通ネットワークの維持、さらに居住環
境の形成を推進します。 

本市周辺における開発計
画による動向 

市内の新たなまちづくり
の進行 

拠点の魅力と利便性の向上により 
働き盛りの人々に選ばれるまち（なか）へ 
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3-1 都市のスポンジ化対策によるまちなかでの利便性の高い居住環境の維持 
現在、駅周辺をはじめとした利便性の高いまちなかに空き家や低・未利用地が多く
発生していることから、土地活用の促進により居住環境の形成を進め、持続可能な人
口密度の維持を図ります。 

3-2 産業の振興と郊外でのゆとりあるライフスタイルの維持 
郊外部は、本市の活力と人口維持のため、工業や農業、茶業などの操業環境を維持
し雇用を創出するとともに、既存集落等における自然と調和したゆとりある居住環境
の維持を図ります。 

誘導方針の内容 

 

2-1 拠点間を繋ぐ利便性の高い既存ネットワークの維持 
現在の、多くの人が公共交通を享受できる利便性の高い公共交通環境を維持しつつ、
特に拠点間を繋ぐ路線について、維持・強化を図ります。 

2-2 公共交通の利用促進 
利用を促進する環境整備を行い、過度な自動車依存からの転換を促すことにより、
質の高い公共交通環境の持続的な提供を可能にするとともに、歩行量の増加等による
市民の健康増進も期待されることから、利用を促進します。 

 

1-1 利便性の高い既存環境の維持 
本市では、既に多様な機能が集積して立地しており、利用しやすい環境が整ってい
ます。そのため、これらの環境を維持しつつ、さらなる都市機能の集積を図り、日常生
活の利便性を高めます。 
また、公的不動産を戦略的に活用することで、各種都市機能の強化や不足する都市
機能の補完を図り、市街地の魅力向上につなげます。 

1-２ 本市の賑わいを生み出す駅周辺の魅力向上 
菊川市役所庁舎東館の建設により、さらなる拠点の強化が期待されており、これら
を契機として、駅周辺の魅力向上に資する取組の推進により、本市全体の活力を高め
まちの賑わいを生み出します。その際には、民間のノウハウを活用しつつ、地域住民
を巻き込みながら取組を推進していきます。 
特に、駅北地域は、さまざまなポテンシャルを有していることから、菊川駅北整備
構想の実現性について検討を進めていきます。 

方針２ 利便性の高い交通ネットワークの維持と利用促進 

方針１ ポテンシャルを生かした魅力ある拠点の形成 

方針３ 各地域の特性を生かしたメリハリある居住環境の形成 
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２．都市の骨格構造 

まちづくり方針の実現に向けて、将来のための新たな都市の骨格構造を検討します。 
骨格構造の検討にあたっては、アクセス性が優れ市民生活に密接に関わる様々な都市機
能が集積する「拠点」と、拠点間等を結ぶ一定以上のサービス水準を確保する公共交通で
ある「基幹的公共交通軸」を設定します。 
 

（１）前提となる考え方 

立地適正化計画作成の手引き（国土交通省 2018（平成 30）年 4月 25日改訂）に示さ
れている基本的な考え方を踏まえつつ、都市計画マスタープラン（菊川市 2011（平成 23）
年 12月）における将来都市構造を基本とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：立地適正化計画作成の手引き（国土交通省）

◆立地適正化計画作成の手引きにおける「拠点地区と基幹的な公共交通軸のイメージ」 
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分 類 対 象 位置付け 

拠
点 

都市拠点 

JR菊川駅周辺地区、下平川周辺地区 JR菊川駅周辺地区︓商業・業務機能の立地と居住機
能の立地の両立を図り、本市の中心市街地として賑
わいのある都市空間を形成 
下平川周辺地区︓商業・業務機能の立地を進めて、
賑わい都市空間を形成 

多目的複合拠点 東名高速道路菊川IC周辺地区 住宅や商業施設、軽工業施設など多様な都市機能が
調和して立地する拠点を形成 

産業拠点 
加茂西方工業団地、半済工業団地、横地工業団
地、赤土工業団地など、市街地周辺に位置する工
業団地や主要な工業地 

産業の発展・振興を図るとともに、周辺の豊かな自
然環境へ配慮 

交流レクリエーシ
ョン拠点 

菊川運動公園や、県立御前崎自然公園内に位置す
る横地城跡・丹野池公園 

スポーツやレクリエーションを楽しむことのできる
場として、また緑豊かな保健・休養の場として活用 

地域活動拠点 地区センターやコミュニティセンター等の地域コ
ミュニティ施設、小学校を核とした地域 

地域生活圏における交流の場、コミュニティ活動の
場として活用 

軸 

国土軸 東名高速道路、JR東海道新幹線・東海道本線 本市のみならず、我が国の基幹的な広域高速交通体
系としての機能維持と活用 

都市連携・交流軸 
（主）掛川浜岡線及び（主）掛川浜岡線バイパ
ス、また国道473号など、本市と隣接都市とを結
ぶ主要な幹線道路 

広域拠点との連携を強化するとともに、都市の発展
と都市間の交流を促す骨格的な道路として形成 

市街地連携・交流
軸 

（主）掛川浜岡線、（主）掛川浜岡線バイパス 本市の市街地の連携と交流を促進するための整備と
維持管理を推進して、本市の一体性を強化 

地域連携・交流軸 市内の主要な拠点間や地域活動拠点間などを連絡 安全で円滑な道路交通環境の形成 
うるおい環境軸 菊川や西方川、牛淵川や丹野川などの河川 清らかな水の流れの再現、親水空間の創出 

◆都市計画マスタープランにおける「将来都市構造図」 

将来都市構造図 
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（２）拠点の設定 

将来に向けた新たな都市の骨格構造の検討にあたって、まず、都市機能の集積により
市民生活の利便性や交流、経済活動の活性化を担う「拠点」となる地域の設定を行いま
す。 
都市計画マスタープランに設定された拠点のうち、多様な機能の集積を図る「都市拠

点」及び「多目的複合拠点」を基本に、都市機能誘導区域（今後、福祉・医療・商業等の
都市機能を都市の拠点に誘導して集積することで、各種サービスの効率的な提供を図る
区域）を設定する「拠点」を設定します。 

 

また、都市計画マスタープランで位置付けられている「地域活動拠点」については、都
市機能誘導区域を定める「拠点」としての位置付けは行いませんが、地域生活圏における
交流の場・コミュニティ活動の場となる拠点であることから、公共交通や施設を維持し
地域コミュニティの維持を図るため、市独自の拠点として位置付けます。 
 
以上を踏まえて、都市計画マスタープランの拠点と、立地適正化計画における拠点設

定の関係図を示します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

都
市 

拠
点 

①JR菊川駅周辺地区 
②中央公民館周辺地区 

  

多
目
的 

複
合
拠
点 

①東名高速道路菊川IC
周辺地区 

  

地
域
活
動
拠
点 

①西方地域 
②町部地域 
③加茂地域 
④内田地域 
⑤横地地域 
⑥六郷地域 
⑦牧之原地域 
⑧河城地域 
⑨平川地域 
⑩嶺田地域 
⑪小笠南地域 
⑫小笠東地域 

◆拠点設定箇所（一覧） 
【都市計画マスタープラン】 【立地適正化計画での拠点設定箇所】 

都
市 

拠
点 

①JR菊川駅周辺地区 
②下平川周辺地区 

  

多
目
的 

複
合
拠
点 

①東名高速道路菊川IC
周辺地区 

  

地
域
活
動
拠
点 

①西方地域 
②町部地域 
③加茂地域 
④内田地域 
⑤横地地域 
⑥六郷地域 
⑦牧之原地域 
⑧河城地域 
⑨平川地域 
⑩嶺田地域 
⑪小笠南地域 
⑫小笠東地域 

都
市
機
能
誘
導
区
域 

を
設
定
す
る
拠
点 

市
独
自
の
拠
点
と
し
て
設
定 
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都市機能誘導区域を設定する 3 つの拠点について、立地適正化計画作成の手引きに位

置付けられている考え方をもとに、拠点に求められる以下の視点を満たしているか確認
します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

視点１ 基幹的な公共交通がありアクセス性が良い地区 

拠点に集積する各種都市機能を市内外の多くの人々が享受し、交流や経済活動が
可能となるよう、基幹的公共交通路線（１日片道30本以上）であり、周辺地域から
のアクセスが可能である地区を選定する。 
 

視点２ 都市機能増進施設が集積している地区 

医療・福祉・子育て支援・商業等の都市機能が効率的に提供されるように、様々
な機能が集積している地区を選定する。 
 

視点３ 人口密度が一定程度集積している地区 

「拠点」となる地域に集積された都市機能増進施設は将来においても持続され、
市民の利便性を確保していく必要がある。そのため、拠点となる地区の人口密度は
将来にわたっても一定割合を保つ必要があり、住宅地としての基本となる人口密度
である 60人/ha以上（都市計画運用指針）の地区を中心に選定する。 
 

視点４ 市の歴史的背景や上位関連計画から、市の中心地としての役割を担う地区 

合併前の市街地など歴史的な背景や、「都市計画マスタープラン」に拠点としての
位置付けがあり、今後も市の拠点的な役割を担うべき地区を選定する。 

◆視点 

拠点 対象 
視点 

評価結果 
① ② ③ ④ 

都市拠点 
JR菊川駅周辺地区 〇 〇 〇 〇 拠点性あり 

中央公民館周辺地区 △ 〇 〇 〇 拠点性あり 

多目的複
合拠点 

東名高速道路菊川IC周
辺地区 △ △ 〇 △ 拠点性あり 

【判断基準】視点１  〇︓基幹的公共交通の結節点となっている  △︓基幹的公共交通徒歩圏  ×︓それ以外 
視点２  〇︓11 点以上  △︓10～7 点  ×︓6 点以下（P.40 都市機能増進施設積み上げ図） 
視点３  〇︓人口密度 60 人/ha 以上  ×︓人口密度 60人/ha 未満 
視点４  〇︓合併前の市街地かつ、都市マスで多様な機能を集積すべき拠点としての位置付け  

△︓都市マスで多様な機能を集積すべき拠点としての位置付け 
×︓それ以外 
 

◆視点の確認 

参考 拠点性の確認 
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（３）基幹的公共交通軸の設定 

「基幹的な公共交通軸」の検討にあたって、立地適正化計画作成の手引きに示される
基幹的な公共交通軸のイメージを踏まえ、以下の視点をもとに、基幹的な公共交通軸を
設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

  

視点１ 現状における基幹的な公共交通 

将来にわたり一定以上のサービス水準の持続性が確保されると見込まれる路線で
ある基幹的公共交通路線（１日片道 30本以上） 
 

視点２ 拠点間、各拠点と居住を誘導すべき地域をつなぐ公共交通 

現状で基幹的な公共交通ではないものの、地域活動拠点から都市拠点・多目的複合
拠点をつなぐ路線や、基幹的な公共交通軸までをつなぐ公共交通路線 
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（４）都市の骨格構造図 

上述までの考え方を整理し、本計画の都市の骨格構造を次のとおり設定します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

拠
点 

都市拠点（JR菊川駅周辺地区） 市の中心市街地として、商業・業務機能をはじめ多様な都市機能の集
積を図り、賑わいのある都市空間の形成を目指します。 

都市拠点（中央公民館周辺地区） 市の中心市街地である JR 菊川駅周辺を補完しつつ、小笠地区の中心と
して、日常的な生活サービス機能を提供する拠点の形成を目指します。 

多目的複合拠点 
（東名高速道路菊川 IC 周辺地区） 

市の中心市街地である JR 菊川駅周辺を補完しつつ、商業機能をはじ
めとした多様な都市機能の集積を目指します。 

地域活動拠点 
（①西方地域 ②町部地域 ③加茂地域 
④内田地域 ⑤横地地域 ⑥六郷地域 
⑦牧之原地域 ⑧河城地域 ⑨平川地域 
⑩嶺田地域 ⑪小笠南地域 ⑫小笠東地域） 

地域生活圏における交流の場、コミュニティ活動の場としての拠点
の形成を目指します。 

基
幹
的 

公
共
交
通
軸 

基幹的公共交通軸（鉄道） JR 東海道本線は、市内外への移動における市民の移動手段として重
要な役割を担っており、将来にわたり維持・充実を目指します。 

基幹的公共交通軸（バス） 
基幹的なバス路線は、市民の市内移動の足として必要性・重要性が高
いため、公共交通軸に位置付け、交通事業者と連携しながら維持・充
実を図ります。 

基幹的公共交通軸（補完） 地域活動拠点と他の拠点を結ぶ路線は、既存コミュニティの維持の
ため、公共交通軸に位置付け、維持を図ります。 
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１．都市機能誘導区域 

「第３章 都市の将来像」で設定した都市の骨格構造のうち、都市機能誘導区域を設定
する拠点として位置付けた都市拠点（JR菊川駅周辺地区、中央公民館周辺地区）と多目的
複合拠点（東名高速道路菊川 IC周辺地区）について、都市機能を誘導する範囲である「都
市機能誘導区域」を設定します。 
 

（１）都市機能誘導区域の設定方針 

１）前提とする考え方 

都市機能誘導区域とは、都市再生特別措置法に定める「都市機能増進施設の立地を誘
導すべき区域」のことで、都市計画運用指針においては、「医療・福祉・商業等の都市機
能を都市の中心拠点や生活拠点に集約することにより、これらの各種サービスの効率的
な提供が図られるよう定める区域」とされています。 
また、都市計画運用指針・立地適正化計画作成の手引きに示される「望ましい区域像」

「都市機能誘導区域を定めることが考えられる箇所」は以下のとおりです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

望ましい区域像 

各拠点地区の中心となる駅、バス停や公共施設から徒歩、自転車で容易に回遊することが
可能で、かつ、公共交通施設、都市機能増進施設、公共施設の配置、土地利用の実態等に照
らし、地域としての一体性を有している区域 

都市機能誘導区域を定めることが考えられる箇所 

都市機能誘導区域は、例えば、都市全体を見渡し、鉄道駅に近い業務、商業などが集積す
る地域等、都市機能が一定程度充実している区域や、周辺からの公共交通によるアクセスの
利便性が高い区域等、都市の拠点となるべき区域を設定することが考えられる。また、都市
機能誘導区域の規模は、一定程度の都市機能が充実している範囲で、かつ、徒歩や自転車等
によりそれらの間が容易に移動できる範囲で定めることが考えられる。 
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２）本市における都市機能誘導区域設定の考え方 

国における都市機能誘導区域の考え方と、本計画の課題解決のための誘導方針（スト
ーリー）をもとに、本市における都市機能誘導区域設定の考え方を整理します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

（誘導方針） 

方針１ 
ポテンシャルを生か
した魅力ある拠点の
形成 

方針２ 
利便性の高い交通ネ
ットワークの維持と
利用促進 

方針３ 
各地域の特性を生か
したメリハリある居
住環境の形成 

（国の考え方） 

都市機能が一定程度
充実している区域 

周辺からの公共交通
によるアクセスの利
便性が高い区域 

徒歩や自転車等によ
りそれらの間が容易
に移動できる範囲 

（都市機能誘導区域設定の考え方） 

●周辺からの公共交通によるアクセスの利便性

が高く、都市機能が一定程度充実している区域 

 
拠点内は徒歩でも移動可能とするため徒歩圏内を
目安に設定する。 
（JR 菊川駅周辺地区は半径 800ｍ、中央公民館周辺
地区・東名高速道路菊川 IC 周辺地区は半径 500ｍ） 

●プロジェクト区域や大規模な低・未利用地 

 
新たな都市機能増進施設の立地が期待される菊
川駅北整備構想等のプロジェクト区域や、大規模な
公的低・未利用地については、地域に不足する都市
機能増進施設等の充実を図る観点から区域を考慮
する。 
また、これまで政策的にまちづくりを行ってきた
区域等については継続性を重視して区域を考慮す
る。 

※詳細な区域境界は、用途地域や土地利用の実態、地域としての
一体性、地形地物を考慮して設定 

都市機能誘導区域 

※拠点形成に関連のある誘導
方針１のみ関連付け 
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３）都市機能誘導区域の設定 

都市機能誘導区域の設定の考え方を踏まえ、各拠点の都市機能誘導区域を設定します。 
 
①JR菊川駅周辺地区都市機能誘導区域 

（設定の考え方） 
土地利用の高度化を図るため、多様な都市機能が立地できる商業系の用途地域を基本

として設定する。今後のプロジェクト区域として、菊川駅北整備構想において、複合商業
施設やパーク&ライド用駐車場に位置付けられている菊川駅北周辺を含める。 
政策的にまちづくりが行われた区域として、新たなコミュニティ拠点として期待され

る市役所庁舎東館や、菊川駅南土地区画整理事業区域（この地域は菊川駅南地区計画が指
定されており、主に商業系の土地利用方針となっている）、駅前の商店街を含める。 
用途地域外の菊川駅北整備構想区域については、事業の進捗状況により今後用途地域

の見直しとあわせて検討する。 

（面積）47ha（用途地域の5.1％） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

菊川市役所 
市役所庁舎東館 

※土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域は都市機能誘導区域に含まない。
区域の具体的な場所については、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法
律」及び「地すべり等防止法」に基づき、静岡県または国が指定する区域により確認を行う。 



第４章 都市機能誘導区域と誘導施設 

77 
 

②中央公民館周辺地区都市機能誘導区域 

（設定の考え方） 
小笠地域の中心地であり多様な都市機能が集積している小笠支所を中心に、土地利用

の高度化を図るため、多様な都市機能が立地できる主要地方道掛川浜岡線沿道の商業系
の用途地域を含める。 
また、平川土地区画整理事業区域のうち、平川地区計画で商業や文化交流の土地利用方

針となっている主要地方道掛川浜岡線バイパス沿道等の区域を含める。 

（面積）33ha（用途地域の3.5％） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

菊川市役所 小笠支所 
中央公民館 

※土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域は都市機能誘導区域に含まない。
区域の具体的な場所については、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法
律」及び「地すべり等防止法」に基づき、静岡県または国が指定する区域により確認を行う。 
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③東名高速道路菊川 IC 周辺地区都市機能誘導区域 

（設定の考え方） 
菊川インターチェンジ周辺において、多様な都市機能の集積を図るため、主要地方道掛

川浜岡線、主要地方道吉田大東線、都市計画道路朝日線沿道を含める。 
また、地域に不足する都市機能増進施設等の充実を図る観点から遊休市有地を含める。 

（面積）60ha（用途地域の6.5％） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

高速バス乗り場 

※土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域は都市機能誘導区域に含まない。
区域の具体的な場所については、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法
律」及び「地すべり等防止法」に基づき、静岡県または国が指定する区域により確認を行う。 
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２．誘導施設 

誘導施設とは、都市再生特別措置法に定める「都市機能誘導区域ごとにその立地を誘導
すべき都市機能増進施設」のことであり、「第２章 都市構造上の現状と課題」で立地状況
を確認した都市機能増進施設をもとに、誘導施設を定めます。 
 

（１）拠点に望まれる機能の整理 

１）都市機能増進施設の分類 

都市の骨格構造で、「都市機能誘導区域を設定する拠点」として位置付けた JR 菊川駅
周辺地区、中央公民館周辺地区、東名高速道路菊川 IC周辺地区の３拠点について、その
拠点に求められる都市機能増進施設を検討します。 
各都市機能増進施設は、その施設の利用頻度や提供するサービスの種類、利用者等か

ら、施設が立地する際に対象とする範囲が異なります。 
そこで、都市機能誘導区域を設定する各拠点の目指すべき方向性や、現在の施設の立

地状況等を踏まえ、拠点に集約して立地することが望ましい施設と、コミュニティ活動
や交流活動など地域の日常生活を支えるため市内各地に分散して立地することが望まし
い施設に分類します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

◆都市機能増進施設の分類の考え方 

市の中心に 
立地すべき施設 

周辺市町村からの利用や市内全域
からの利用が想定されるような施
設や、１施設で市全域をカバーす
る施設など、市の中心となる地域
での立地が望ましい施設 

その他の拠点に 
立地すべき施設 

多くの人が利用しやすい各拠点
への立地が望ましい施設 

地域分散配置型施設 
市内各地に分散して立地すること
が望ましい施設 

拠点集積型施設 
アクセス性が良く多くの人が利用しやすい場所である拠点に集約して立
地することが望ましい施設 

用途地域 

居住誘導区域 

都市機能誘導区域 
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 拠点集積型施設 地域分散配置型施設 
都市機能 
誘導区域 

JR 菊川駅 
周辺地区 

中央公民館 
周辺地区 

東名高速道路 
菊川 IC周辺地区 ― 

拠点の方向性 

市の中心市街地とし
て、商業・業務機能を
はじめ多様な都市機
能の集積を図り、賑わ
いのある都市空間の
形成を目指す 

市の中心市街地であ
る JR 菊川駅周辺を補
完しつつ、小笠地区の
中心として、日常的な
生活サービス機能を
提供する拠点の形成
を目指す 

市の中心市街地であ
る JR 菊川駅周辺を補
完しつつ、商業機能を
はじめとした多様な
都市機能の集積を目
指す 

― 

機
能 

介護福祉 

― ― ― 訪問系施設 

― ― ― 通所系施設 

― ― ― 短期入所系施設 

― ― ― 小規模多機能施設 

地域包括支援センター ― ― 

保健福祉センター ― ― ― 

子育て 

― ― ― 
保育所、幼稚園、 
認定こども園 

小規模保育事業所 ― 

子育て支援施設 ― ― 

商業 
スーパーマーケット ― 

― ― ― コンビニエンスストア 

医療 
病院 ― 

診療所 ― 

金融 

銀行・その他金融機関 ― 

― ― ― 郵便局 

― ― ― ATM 

文化 

― 市民会館・公民館 ― 

図書館 ―  

― ― ― 
地区センター・コミ
ュニティセンター 

教育 
― ― ― 小学校、中学校 

高等学校 ― ― ― 

行政 
市役所 ― ― ― 

― 支所 ― ― 

 

◆都市機能増進施設の分類 
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機能 施 設 分類理由 

介護 
福祉 

訪問系施設 訪問系施設、通所系施設、短期入所系施設、小規模多機能施設は、現状の立地
状況を踏まえるとともに、施設利用にあたっては車での送迎を基本としてい
ることと、今後、市域全域で高齢化の進展が見込まれていることから特定の
場所への立地に偏らず、市内どこに住んでいても目的に応じた介護福祉サー
ビスを享受できる体制を構築するため、拠点の周辺等立地場所を問わず市内
各地に分散して配置されることが望ましい。 

通所系施設 
短期入所系施設 

小規模多機能施設 

地域包括支援センター 既存の配置を考慮するとともに、高齢者による相談や、高齢者が地域の中で
仲間と集う拠点となる施設であるため、多くの高齢者が利用しやすい JR菊川
駅周辺地区や中央公民館周辺地区へ誘導することが望ましい。 保健福祉センター 

子育て 

保育所、幼稚園、認定
こども園 

保育施設は、菊川市幼保施設整備計画（基本方針）に定めたとおり、教育を受
ける子どもは、地元小学校への就学も考え、居住地に近い幼稚園あるいは認
定こども園に通う傾向があり、保育を必要とする子どもは、居住地に近い保
育所あるいは認定こども園に通う以外にも、保護者の勤務先や通勤経路、各
園の特色等が就園先に影響を与えている。そのため、市内各地に分散して配
置されることが望ましい。 

小規模保育事業所 小規模保育事業所は、人口が多い場所での需要が見込まれることから、各都
市機能誘導区域へ誘導することが望ましい。 

子育て支援施設 
子育て支援施設は、公共交通利便性の高いエリアに立地していることで通勤
途中や買い物途中での利用ができるなど、利用者のアクセス性を考慮し、JR
菊川駅周辺地区及び中央公民館周辺地区へ誘導することが望ましい。 

商業 
スーパーマーケット スーパーマーケットは、日常的生活利便性を考慮するとともに、拠点形成の

方向性に基づき各都市機能誘導区域へ誘導することが望ましい。 

コンビニエンスストア コンビニエンスストアは、日常的な利用が想定されるため市内各地に分散して配置されることが望ましい。 

医療 

病院 総合的な医療サービスを提供し、広域からの利用を見込む施設であるため、
交通利便性を考慮し、各都市機能誘導区域へ誘導することが望ましい。 

診療所 

診療所は、既存の配置が分散的になっているとともに、日常的な診療を徒歩
圏で受診が可能なように、市内各地に分散して配置を基本とするものの、交
通利便性の高いエリアに立地していることにより、より多くの市民の日常生
活利便性の向上に寄与すると考えられるため、各都市機能誘導区域に誘導す
ることが望ましい。 

金融 

銀行・その他金融機関 
各金融機能は、日常生活における現金の引き出しのほか、融資や金融商品の
販売等を行う施設であるため、商業・業務機能が集積している各都市機能誘
導区域へ誘導することが望ましい。 

郵便局 郵便局及び ATMは、既存の配置が分散型になっているとともに、日々の引き
出し、預け入れ等を行うため、日常的な利便性を考慮して、市内各地に分散
して配置されることが望ましい。 ATM 

文化 

市民会館・公民館 
市民会館・公民館は、１施設で全地域をカバーする施設であり、既存の配置
を考慮し、中央公民館周辺地区及び東名高速道路菊川 IC周辺地区に誘導する
ことが望ましい。 

図書館 図書館は、既存の配置を考慮するとともに、地域の教育文化施設として、JR
菊川駅周辺地区及び中央公民館周辺地区へ配置。 

地区センター・コミュ
ニティセンター 

地区センター等は、地域のコミュニティ活動を支える市民に身近な公共施設
であるため市内各地に分散して配置。 

教育 

小学校、中学校 
小学校や中学校は、「菊川市公共施設等総合管理計画」等を踏まえ、「菊川市
小中一貫教育の考え方」において検討していくが、現時点では地域の現状に
合わせて分散して配置。 

高等学校 

高等学校は、既存の配置が分散的になっているものの、多くの学生が集うこ
とにより商業施設等の施設立地にも影響するほか、地域の活性化につながる
など市の中心部に求められる施設であり、周辺地域だけでなく市内各地や近
隣市町の学生の通学も想定されることから広域的なアクセス利便性の良い
JR菊川駅周辺地区にも誘導することが望ましい。 

行政 
市役所 

市役所は、既存の立地を考慮するとともに、全市民による利用が想定され、
１施設で市全域をカバーするため市の中心部である JR 菊川駅周辺地区に配
置。 

支所 支所は、既存の立地を考慮するとともに、地域単位での利用が想定されるた
め、中央公民館周辺地区に配置。 
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（２）誘導施設の設定の考え方 

１）前提とする考え方 

都市計画運用指針に示される誘導施設の「基本的な考え方」及び「留意すべき事項」は
以下のとおりです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２）本市における誘導施設設定の考え方 

国における誘導施設の考え方と、前述の「都市機能増進施設の分類の考え方」をもと
に、本市における誘導施設設定の考え方を整理します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

◆誘導施設の設定フロー 

基本的な考え方 

誘導施設は都市機能誘導区域ごとに立地を誘導すべき都市機能増進施設を設定するもの
であり、当該区域に必要な施設を設定することとなるが、具体の整備計画のある施設を設定
することも考えられる。 

留意すべき事項 

都市機能誘導区域外において、当該誘導施設が立地する際には、届出を要することに留意
し、誘導施設が都市機能誘導区域内で充足している場合等は、必要に応じて誘導施設の設定
を見直すことが望ましい。また、誘導施設が都市機能誘導区域外に転出してしまう恐れがあ
る場合には、必要に応じて誘導施設として定めることも考えられる。 

地域分散配置型施設 拠点集積型施設 

市の中心に 
立地すべき施設 

施設が立地 
している 

施設が立地 
していない 

周辺で補完 

整備計画等がある 

その他の拠点に 
立地すべき施設 

位置付け 
無し 

誘導施設 
（誘導） 

誘導施設 
（維持） 

誘導施設 
（誘導） 

位置付け 
無し 
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（３）誘導施設の設定 

各都市機能誘導区域内の施設の立地状況を確認し、誘導施設の位置付けを行います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

◆JR菊川駅周辺地区都市機能誘導区域 

機能 施 設 
都市機能誘
導区域内へ
の立地状況 

今後の整備計画等  誘導施設への 
位置付け 

介護 
福祉 

地域包括支援センタ
ー ○   ○ 
保健福祉センター ○   ○ 

子育
て 

小規模保育事業所 ×   ● 
子育て支援施設 ○   ○ 

商業 スーパーマーケット ○   ○ 

医療 病院 ×   ● 
診療所 ○   ○ 

金融 銀行・その他金融機関 ○   ○ 
文化 図書館 ○   ○ 
教育 高等学校 (周辺で補完)   ― 
行政 市役所 ○   ○ 

○︓誘導施設（維持） 
●︓誘導施設（誘導） 

（建物立地状況は、令和 2年 3月

31 日現在） 
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◆中央公民館周辺地区都市機能誘導区域 

機能 施 設 
都市機能誘
導区域内へ
の立地状況 

今後の整備計画等  誘導施設への 
位置付け 

介護 
福祉 

地域包括支援センタ
ー × 今後小笠地域に立地を検討

中。 
 ● 

子育
て 

小規模保育事業所 ×   ● 
子育て支援施設 ○   ○ 

商業 スーパーマーケット ○   ○ 

医療 病院 ×   ● 
診療所 ×   ● 

金融 銀行・その他金融機関 ○   ○ 

文化 市民会館・公民館 ○   ○ 
図書館 ○   ○ 

行政 支所 ○   ○ 
○︓誘導施設（維持） 
●︓誘導施設（誘導） 

 

（建物立地状況は、令和 2年 3月

31 日現在） 



第４章 都市機能誘導区域と誘導施設 

85 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

◆東名高速道路菊川 IC周辺地区都市機能誘導区域 

機能 施 設 
都市機能誘
導区域内へ
の立地状況 

今後の整備計画等  誘導施設への 
位置付け 

子育
て 小規模保育事業所 ×   ● 

商業 スーパーマーケット ○   ○ 

医療 病院 ×   ● 
診療所 ○   ○ 

金融 銀行・その他金融機関 ○   ○ 
文化 市民会館・公民館 (周辺で補完)   ― 

○︓誘導施設（維持） 
●︓誘導施設（誘導） 

 

 

（建物立地状況は、令和 2年 3月

31 日現在） 
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（４）誘導施設のまとめ 

各都市機能誘導区域における誘導施設を一覧として整理します。あわせて、誘導施設の
定義は以下のとおりです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

機能 誘導施設 定義 

 都市機能誘導区域 

 

Ｊ
Ｒ
菊
川
駅 

周
辺
地
区 

中
央
公
民
館 

周
辺
地
区 

東
名
高
速
道
路 

菊
川
Ｉ
Ｃ
周
辺
地
区 

介護 
福祉 

地域包括支援センター ・介護保険法第 115 条の 46第１項に規定する施設 
 ○ ● ― 

保健福祉センター 
・地域保健法第 18 条、社会福祉法第 14 条第
２項、菊川市総合保健福祉センター条例で
定める保健福祉センター 

 
○ ― ― 

子育
て 

小規模保育事業所 ・児童福祉法第６条の３第 10 項に規定する
小規模保育事業を行う施設 

 ● ● ● 

子育て支援施設 

・児童福祉法第 40 条に規定する児童厚生施
設の１つで、地域において児童に健全な遊
びを与えて、その健康を増進し、又は情操
をゆたかにすることを目的とする児童福祉
施設 
・児童福祉法第６条の３第６項に規定する地
域子育て支援拠点事業を行う施設 
・乳幼児一時預かり施設（一時預かり事業実
施要綱等の国が定める基準に従い施設を整
備・運営するものに限る）及びこども送迎
センター（広域的保育所等利用事業実施要
綱等の国が定める基準に従い施設を整備・
運営するものに限る） 

 

○ ○ ― 

商業 スーパーマーケット 
・大規模小売店舗立地法第２条第 2項に規定
する店舗面積 1,000 ㎡以上の商業施設で
あって、主に生鮮食料品を取り扱う施設 

 
○ ○ ○ 

医療 
病院 ・医療法第１条の５第１項に規定する病院の

うち、診療科目に内科又は外科を含むもの 
 ● ● ● 

診療所 ・医療法第１条の５第２項に定める診療所の
うち、診療科目に内科又は外科を含むもの  

 ○ ● ○ 

金融 銀行・その他金融機関 
・銀行法第２条に規定する銀行、信用金庫法
に基づく金融機関、労働金庫法に基づく金
融機関、農業協同組合法に基づく金融機関
のうち窓口業務を行う施設 

 

○ ○ ○ 

文化 
市民会館・公民館 

・地域住民の芸術、文化の向上及び福祉の増
進を図るための文化会館 
・市民の生涯学習推進のために実際生活に即
する教育、学術及び文化に関する事業を行
い、もって市民の教養の向上、健康の増進
及び情操の純化を図り、生活文化の振興、
社会福祉の増進に寄与するための公民館 

 

― ○ ― 

図書館 ・図書館法第２条第１項に規定する図書館  ○ ○ ― 

行政 
市役所 ・地方自治法第４条第１項に規定する施設  ○ ― ― 
支所 ・地方自治法第155条第１項に規定する施設  ― ○ ― 

○︓誘導施設（維持） 
●︓誘導施設（誘導） 

 

 

◆誘導施設一覧 
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１．居住誘導区域 

（１）居住誘導区域の設定方針 

１）前提とする考え方 

居住誘導区域とは、都市再生特別措置法に定める「都市の居住者の居住を誘導すべき
区域」のことで、都市計画運用指針においては、「人口減少の中にあっても一定のエリア
において人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保
されるよう、居住を誘導すべき区域」とされています。 
都市計画運用指針及び立地適正化計画作成の手引きに示される居住誘導区域の設定の

考え方は以下のとおりです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

望ましい姿 

・生活利便性が確保される区域 
・生活サービス機能の持続的確保が可能な面積範囲内の区域 
・災害に対する安全性等が確保される区域 

区域を定めることが考えられる箇所 
・都市機能や居住が集積している都市の拠点やその周辺のエリア 
・公共交通によって都市の拠点へ比較的容易にアクセスでき、都市の拠点に立地する都市機
能利用圏として一体的である区域 
・合併前の旧市町村の中心部等、都市機能や居住が一定程度集積している区域 

区域に含まない・考慮すべき区域 

（区域に含まないこととされている区域） 
・市街化調整区域 
・農用地区域 
・災害危険区域のうち居住の用に供する建築物の建築が禁止されている区域（※） 
・自然公園法に規定する特別地域、保安林の区域等 

（原則含まないこととすべき区域） 
・土砂災害特別警戒区域 ・津波災害特別警戒区域 ・地すべり防止区域 
・災害危険区域（上記（※）の災害危険区域以外）  ・急傾斜地崩壊危険区域 

（それぞれの区域の災害リスク、警戒避難体制等の整備状況や整備見込み等を勘案し、居住
誘導が適当ではないと判断される場合は原則含まないこととすべき区域） 
・土砂災害警戒区域 ・津波災害警戒区域 ・浸水想定区域  
・都市洪水想定区域、都市浸水想定区域 
・津波浸水想定における浸水の区域及びその他の調査結果等により判明した災害の発生の
恐れのある区域 

（慎重に判断を行うことが望ましい区域） 
・法令により住宅の建築が制限されている区域（工業専用地域、流通業務地区等） 
・特別用途地区、地区計画等のうち条例により住宅の建築が制限されている区域 
・過去に住宅地化を進めたものの居住の集積が実現せず、空地等が散在している区域であ
って、人口等の将来見通しを勘案して今後は居住の誘導を図るべきではないと市町村が
判断する区域 
・工業系用途地域が定められているものの工場の移転により空地化が進展している区域で
あって、引き続き居住の誘導を図るべきではないと市町村が判断する区域 
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２）本市における居住誘導区域設定の考え方 

国における居住誘導区域の考え方と、本計画の課題解決のための誘導方針（ストーリ
ー）をもとに、本市における居住誘導区域設定の考え方を整理します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

0 

（誘導方針） 

方針１ 
ポテンシャルを生か
した魅力ある拠点の
形成 

方針２ 
利便性の高い交通ネ
ットワークの維持と
利用促進 

方針３ 
各地域の特性を生か
したメリハリある居
住環境の形成 

（国の考え方） 

都市機能や居住が集
積している都市の拠
点やその周辺のエリ
ア 

公共交通によって都
市の拠点へ比較的容
易にアクセスでき、都
市の拠点に立地する
都市機能利用圏とし
て一体的である区域 

合併前の旧市町村の
中心部等、都市機能や
居住が一定程度集積
している区域 

（居住誘導区域設定の考え方） 

●都市機能誘導区域を含む区域 

都市機能誘導区域は居住誘導区域内に設定するもの
であるため、都市機能誘導区域を含む。 

●一定以上の人口が集積している区域 

生活サービス施設等の維持が可能となる利用者が確
保されている、一定以上の人口が集積している区域（40
人/ha）を含める。 

※詳細な区域境界は、用途地域や土地利用の実態、地域としての
一体性、地形地物を考慮して設定 

居住誘導区域 

●拠点となる場所に容易にアクセスできる区域 

様々な都市機能が集積している都市機能誘導区域へ、
徒歩や自転車、路線バス等の公共交通によりアクセスが
容易な区域を含める。 
（基幹的公共交通の駅から半径 800ｍ、バス停から半径
300ｍ） 

●計画的な市街地形成が図られてきた区域 

合併前の旧町の中心部や、都市インフラ等のストック
を有効に活用するため市街地開発事業等の計画的な市
街地形成が図られてきた区域を含める。 

居住を誘導すべき区域 

0 

●災害リスクのある区域 

安心・安全な居住環境を形成するために、都市計画運
用指針に記載されている区域については、地区の状況を
考慮して居住誘導区域から除外を検討する。 

●工業系土地利用を維持する区域 

市の経済活力を保ち、人の流れを呼び込むため、工業
の操業環境を維持する観点から、工業専用地域、工業地
域は居住誘導区域には含まないものとする。 

居住を考慮すべき区域 

災害に対する安全性
等が確保される区域 

生活サービス機能の
持続的確保が可能な
面積範囲内の区域 

生活利便性が確保さ
れる区域 
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（２）居住誘導区域の設定 

居住誘導区域設定の考え方に沿って、居住誘導区域を設定します。 
 

１）居住を誘導すべき区域 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

●都市機能誘導区域を含む区域 ●一定以上の人口が集積している区域 

※一定以上の人口が集積している地区は、2015
（平成 27）年、2045年の 500ｍメッシュ人口
が 40人/ha 以上の区域、及び2015（平成 27）
年のDID地区。 
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●拠点となる場所に容易にアクセス

できる区域 

●計画的な市街地形成が図られてき

た区域 

※「拠点となる場所に容易にアクセスできる区
域」は、基幹的公共交通（30本/日）の駅から半
径 800ｍ、バス停から半径 300ｍ。 

※菊川浜岡線は一部30 本/日未満で基幹的公共交
通ではなく、萩間線も基幹的公共交通ではない
が、都市の骨格構造で基幹的公共交通軸に位置
付けているため、対象としている。 

※「計画的な市街地形成が図られてきた区域」
は、土地区画整理事業、公社・公団・公営の公
的住宅地造成のいずれかに該当する 1,000 ㎡以
上の開発、５ha以上の開発行為、地区計画区
域。 
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＜居住を誘導すべき区域＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

※「居住を誘導すべき区域」は用途地域内を基本
とする。 

●都市機能誘導区域を含む区域 

●一定以上の人口が集積している区域 

●拠点となる場所に容易にアクセスできる区域 

●計画的な市街地形成が図られてきた区域 
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２）居住を考慮すべき区域 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

●災害リスクのある区域 ●工業系土地利用を維持する区域 

※JR 菊川駅北側の工業地域については、都市機能
誘導区域に含めているため、工業系土地利用を
維持する区域からは抜いている。 
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区域に含まないこととされている区域                          

●災害危険区域（建築基準法）のうち居住の用に供する建築物の建築が禁止されている区域（※） 
⇒（菊川市対象なし） 

原則含まないこととすべき区域                             

●土砂災害特別警戒区域（土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律） 
⇒菊川市該当あり。急傾斜地の崩壊や土石流が発生した場合に、住民等の生命または身体
に危害が生ずる恐れがあるとともに、建築物を建てる際の基準が厳しく、建築物を誘導
するのは難しいと判断されるため、居住誘導区域から除外する。 

 
●津波災害特別警戒区域（津波防災地域づくりに関する法律） 
⇒（菊川市対象なし） 
 
●地すべり防止区域（地すべり等防止法） 
⇒菊川市該当あり。地すべりが発生した場合に、住民等の生命または身体に危害が生ずる
恐れがあるとともに、地すべりを誘発する形質変更行為が制限されており、建築物を誘
導するのは難しいと判断されるため、居住誘導区域から除外する。 

 
●災害危険区域（建築基準法）（上記（※）の災害危険区域以外） 
⇒県建築基準条例第３条により、津波、高潮、出水等により危険が生ずる恐れのある区域の
うち、知事が指定する区域が２箇所、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に
基づき指定した「急傾斜地崩壊危険区域」が位置付けられている。 
⇒下記の考え方を踏襲する。 
 
●急傾斜地崩壊危険区域（急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律） 
⇒菊川市該当あり。急傾斜地の崩壊や土石流が発生した場合に、住民等の生命または身体
に危害が生ずる恐れがあるため、居住誘導区域から除外する。 

それぞれの区域の災害リスク、警戒避難体制等の整備状況や整備見込み等を勘案し、居住誘導

が適当ではないと判断される場合は原則含まないこととすべき区域           

●土砂災害警戒区域（土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律） 
⇒菊川市該当あり。急傾斜地の崩壊や土石流が発生した場合に、住民等の生命または身体
に危害が生ずる恐れがあるため、居住誘導区域から除外する。 
 
●津波災害警戒区域（津波防災地域づくりに関する法律） 
⇒（菊川市対象なし） 
 
●浸水想定区域（水防法） 
⇒菊川市該当あり。浸水想定区域になっている箇所は、旧来からの地域の拠点であり、既に
多くの人が住んでいる地域を多く含んでいる。浸水深２ｍ未満で１階の軒下まで浸水す
ると言われており、２ｍ未満であれば垂直避難が可能であると想定されるため、浸水深
２ｍ以上のエリアは居住誘導区域から除外する。 
 
●都市洪水想定区域、都市浸水想定区域（特定都市河川浸水被害対策法） 
⇒（菊川市対象なし） 
 
●津波浸水想定における浸水の区域及びその他の調査結果等により判明した災害の発生の恐
れのある区域 
⇒（菊川市対象なし） 

参考 災害リスクのある区域の考え方 
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＜居住を考慮すべき区域＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

●災害リスクのある区域 

●工業系土地利用を維持する区域 
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３）居住誘導区域の候補地 

居住を誘導すべき区域から、居住を考慮すべき区域を除いた区域を居住誘導区域の候
補地とします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

◆居住誘導区域の候補地 
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４）居住誘導区域 

区域界の考え方をもとに整理した居住誘導区域は、以下のとおりとします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

◆居住誘導区域図 

（面積）約 442ha 
（用途地域の約47％） 

参考 区域界の考え方 

区域界は、居住誘導区域設定の考え方を基にした居住誘導区域の候補地をベースとし、土地利用の一体
性、現況土地利用状況、将来土地利用状況等から判断する。 
土地利用状況から分断要素がある場合 
緑地、崖地等、将来的に居住の集積が望めない地域がある場合は、地形地物や道路センターを境界と
して除く。 

土地利用状況から分断要素が無い場合 
基本的に範囲に含まれる用途地域界を区域とするが、用途を分割する場合は、道路センターを境界と
する。河川等の明確な地形地物においても同様にセンターとする。 

浸水想定区域について 
浸水想定区域の取り扱いについて、浸水想定区域２ｍ以上を除くこととするが、周辺を居住誘導区域に囲ま
れ土地利用の連続性が失われる箇所で、かつ周辺が浸水想定区域でなく容易に避難可能な箇所は除外しない。 

※土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域、急傾
斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域は居住誘導
区域に含まない。 
区域の具体的な場所については、「土砂災害警戒区域等
における土砂災害防止対策の推進に関する法律」、「急
傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」及び
「地すべり等防止法」に基づき、静岡県または国が指
定する区域により確認を行う。 
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◆【参考】居住誘導区域図（拡大図） 
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１．誘導施策 

まちづくり方針である「拠点の魅力と利便性の向上により働き盛りの人々に選ばれるま
ち（なか）へ」を実現するために、課題解決のための誘導方針ごとに誘導施策を位置付けま
す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

施 策 課題解決のための誘導方針 
（ストーリー） 

方針１ 
ポテンシャ
ルを生かし
た魅力ある
拠点の形成 

拠
点
の
魅
力
と
利
便
性
の
向
上
に
よ
り 

働
き
盛
り
の
人
々
に
選
ば
れ
る
ま
ち
（
な
か
）
へ 

1-1 利便性の高い既
存環境の維持 

方針２ 
利便性の高
い交通ネッ
トワークの
維持と利用
促進 

1-２ 本市の賑わいを
生み出す駅周辺の魅力
向上 

2-1 拠点間を繋ぐ利
便性の高い既存ネット
ワークの維持 

2-2 公共交通の利用
促進 

誘導施設の立地促進に向けた
支援制度の活用・検討 

公共施設等の適正な管理 

菊川駅北整備構想の推進 

駅周辺で気軽に立ち寄れる場
の創出と回遊性の向上 

菊川駅の交通結節機能の強化 

地域公共交通網形成計画との
連携 

方針３ 
各地域の特
性を生かし
たメリハリ
ある居住環
境の形成 

3-1 都市のスポンジ
化対策によるまちなか
での利便性の高い居住
環境の維持 

若者の移住・定住支援の促進 

低・未利用地の有効活用 

安全な居住地のための防災対
策の推進 

3-2 産業の振興と郊
外でのゆとりあるライ
フスタイルの維持 

既存集落等の居住のまとまり
の維持とスプロールの防止 

産業の振興と雇用の確保 

生活や産業を支える交通体系
が整った都市の実現 

生活道路網の整備による快適
な居住環境の創出 
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（１）都市機能誘導に関する施策 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

誘導方針 

  

施 策 

誘導施設の立地促進に向けた支援制度の活用・検討 
・誘導施設の立地に向けて、国の支援制度等の有効活用を検討すると
ともに、誘導施設への市独自の支援制度についても検討します。 

公共施設等の適正な管理 
・公共施設については、菊川市公共施設等総合管理計画（2017（平成
29）年３月）及び個別施設計画に基づき、施設総量の適正化、長寿
命化の推進、施設の有効活用を図り、必要に応じて保有施設の廃止、
複合化、多機能化、集約化、機能変更等の検討にも取り組んでいき
ます。 
・公共施設の跡地等の遊休市有地については、売却または誘導施設へ
の活用を検討していきます。 

新規 

継続 

菊川駅北整備構想の推進 
・ＪＲ菊川駅の北側については、
2016（平成 28）年度に策定し
た菊川駅北整備構想を基に、土
地利用の方向性や整備手法の
検討を推進していきます。 
・検討の進捗に合わせて、用途地
域の見直しを行うとともに、都
市機能誘導区域、及び居住誘導
区域の見直しを検討します。 

駅周辺で気軽に立ち寄れる場の創出と回遊性の向上 
・駅周辺で気軽に立ち寄れる空間である市役所庁舎東館やポケット
パーク、駅前広場等において、子育て世代から高齢者まで居心地が
よく歩きたくなるまちなかとなるよう、質の高い滞留場所、歩行空
間の創出を図ります。 
・菊川駅の南北自由通路と、コミュニティの拠点となる市役所庁舎東
館を駅周辺の回遊性向上につなげるため、都市機能誘導区域内の
低・未利用地、空き店舗等について、駐車場の集約化や利用権の交
換等を含めた利活用により賑わい空間の創出を検討します。 

継続 

新規 

 

方
針
１ 

ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
生
か
し
た
魅
力
あ
る
拠
点
の
形
成 

１-

２ 

本
市
の
賑
わ
い
を
生
み
出
す
駅
周
辺
の
魅
力
向
上 

１-

１ 

利
便
性
の
高
い
既
存
環
境
の
維
持 
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（２）交通に関する施策 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

誘導方針 

 

施 策 

 

地域公共交通網形成計画との連携 
・本市では、新たな公共交通の施策展開を図るため、2019（令和元）
年に菊川市地域公共交通網形成計画を策定しました。そのため、下
記施策による事業を推進し、居住や都市機能の誘導によるコンパク
トなまちづくりと公共交通の連携によるコンパクト＋ネットワー
クによるまちづくりを進めます。 
【主な施策】 
◆利用しやすい公共交通網の形成 
・菊川市コミュニティバスの再編 
・路線バス及び自主運行バスの維持 
・ＪＲ東海道本線の利用促進（菊川駅整備検討、各種イベントの
開催） 
・タクシーの利用促進 
◆利用しやすい環境整備や車両導入 
・交通結節点の機能強化 
・バス停の待合環境の整備 
・利用しやすい車両（バス・タクシー）整備 
◆分かりやすい公共交通の情報提供 
・運行情報提供の充実（公共交通総合マップの作成・配布） 
◆高齢者が外出しやすいサービスの提供 
・高齢者の外出支援制度の導入 
◆商業施設等との連携による公共交通利用促進 
・商業施設等との連携サービスの導入（割引サービス・企画切符
等の導入、おでかけモデルプランの作成、バス停のネーミング
ライツや企業広告等の導入） 

◆公共交通の維持・確保に関する意識醸成 
・公共交通利用促進活動の実施（路線バス等の乗り方教室の開催） 
◆公共交通の輸送を担う人材確保 
・運転手の確保策の実施（バス・タクシー運転手の確保策の実施） 

 

継続 

菊川駅の交通結節機能の強化 
・菊川駅の南北自由通路と北口駅前広場の整備について、早期整備に
向けた関係機関との協議・検討を推進します。 

継続 

生活や産業を支える交通体系が整った都市の実現 
・近隣市とのネットワークや交流軸を形成するため、本市の都市拠点
をつなぎ、骨格を形成する最も重要な幹線道路として位置付けられ
る県道掛川浜岡線バイパスの整備や中央公民館周辺の都市拠点と
周辺都市を結ぶ（都）青葉通り嶺田線などの幹線道路の整備を推進
していきます。 

継続 

方
針
２ 

利
便
性
の
高
い
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
維
持
と
利
用
促
進 

２-
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拠
点
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持 
２-
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公
共
交
通
の
利
用
促
進 
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（３）居住誘導に関する施策 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

若者の移住・定住支援の促進 
・若い世代の居住を誘導するため、現在実施している「若者世帯定住
促進補助金」の継続を検討するとともに、居住誘導区域内での嵩上
支援について検討します。 
・子育て世代や居住誘導区域内の住宅取得を推進するため、住宅金融
支援機構と連携し、住宅ローンの金利を引き下げられるフラット
35が利用できるような体制づくりを検討します。 
フラット 35 
子育て支援型 

●若年子育て世帯が住宅を取得する場合 等 

フラット 35 
地域活性化型 

●居住誘導区域外から居住誘導区域内に移住する際に
住宅を取得する場合 等 

 

拡充 

誘導方針 

 

施 策 

 

低・未利用地の有効活用 
・管理が不適切な特定空家等の除却を推進するとともに、空き地・空
き家等の低・未利用土地が時間的、空間的にランダムに発生する都
市のスポンジ化問題に対応するため、居住誘導区域内の空き家・空
き地の活用を推進します。活用にあたっては、都市再生特別措置法
により創設された、複数の土地や建物に一括して利用権等を設定す
る「低未利用土地権利設定等促進計画制度」や、協働で広場等を整
備・管理する「立地誘導促進施設協定制度」等の活用を検討します。 
①低・未利用地の有効活用と適正管理のための指針等 

利用指針 
地域交流及び地域振興、障害者支援、高齢者支援、地域型
保育、農業振興、商工業振興など、地域の課題に対応する
利活用を推奨するとともに、居住環境整備のための敷地統
廃合等による利用を推奨すること 

管理指針 空き家・空き地において、定期的な除草や、不法投棄等を
予防するための適切な措置を講じ、適切な管理を行うこと 

低未利用
土地権利
設定等促
進事業区
域 

【区域】都市機能誘導区域又は居住誘導区域 
【促進すべき権利設定等の種類】地上権、賃借権、所有権
等 

【立地を誘導すべき誘導施設等】都市機能誘導区域におけ
る誘導施設、居住誘導区域における住宅 等 

②立地誘導促進施設協定に関する事項 
【立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理が必要となると認められ
る区域】 
都市機能誘導区域又は居住誘導区域 

【立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理に関する事項】 
居住者等の利便を増進し、良好な市街地環境を確保するために、区

域内の一団の土地の所有者及び借地権者等を有する者は、以下の施
設の一体的な整備又は管理を適切に行うこととする。 
《種類》広場、広告塔、並木など、居住者、来訪者又は滞在者の利便

の増進に寄与する施設等であって、居住誘導区域にあって
は住宅の、都市機能誘導区域にあっては誘導施設の立地の
誘導の促進に資するもの 

拡充 

方
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安全な居住地のための防災対策の推進 
・居住誘導区域内において、被害想定等の周知を行い、併せて被害を
回避あるいは最小限とするための知識の普及を行うなどの、市民等
の意識啓発を図ります。 
・上本所地区をはじめ、菊川水系の河川において、国による河川改修
を促進します。 
・居住誘導区域内において、安全な避難路、避難地の確保、家屋の耐
震化を推進します。 

継続 

誘導方針 

 

施 策 

既存集落等の居住のまとまりの維持とスプロールの防止 
・本市は非線引きであり、用途地域外にも多くの人が居住しているこ
とから、郊外部の拠点となっている地域や農村集落等を維持してい
くことも重要です。そこで、本計画では居住誘導区域としての位置
付けは行わないものの、菊川市都市計画マスタープラン等に基づ
き、住環境の維持・形成に向けた取組を今後も進めていきます。 
・都市の骨格構造で「地域活動拠点」に位置付けた各拠点については、
地域生活圏における交流の場、コミュニティ活動の場として維持し
ていくため、都市拠点や多目的複合拠点とネットワーク化しアクセ
ス性の向上を図ります。 

産業の振興と雇用の確保 
・半済、赤土・嶺田地内の工業専用地域については、未利用地の有効
利用を促進し、加茂・西方地内の工業地域及び工業専用地域周辺に
ついては、新たな工業用地の確保を検討します。 
・農業振興地域内において、農業の振興を図ります。本計画の届け出
制度により、その他の地域においても、農地や自然環境との調和を
図りながら無秩序な宅地の拡大を抑制します。 

継続 

継続 

 
 

生活道路網の整備による快適な居住環境の創出 
・地域におけるさまざまな活動や地域外との交流・連携を促進する交
通環境を形成するため、潮海寺地区の狭隘道路整備事業を推進して
いきます。 

継続 

方
針
３ 

各
地
域
の
特
性
を
生
か
し
た
メ
リ
ハ
リ
あ
る
居
住
環
境
の
形
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（
３-

１
） 

３-
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産
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１．目標の設定 

目標は、本計画の課題解決のための誘導方針（ストーリー）に基づく施策等の効果を確
認できるものであることが望まれます。 
そこで、３つの誘導方針と対応した目標指標を設定し、それら目標を達成することによ
る期待される効果を以下のとおり設定します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１）目標指標 

方針１ ポテンシャルを生かした魅力ある拠点の形成 
指標 現況値 

（2020） 
目標値 
（2045） 

誘導施設の立地割合 68％ 80％ 

■指標の考え方 
・現在、JR 菊川駅周辺地区が８/10 施設、中央公民館周辺地区が６/10 施設、東名高速道路菊川 IC 周辺地
区が３/５施設、計 17/25（68％）施設立地していますが、駅周辺の魅力向上や誘導施設の立地促進に向け
た支援制度の活用等により、都市機能誘導区域内の誘導施設が維持・誘導されているかを確認します。 

■指標の算出方法 
・３つの都市機能誘導区域全ての誘導施設に対する、立地している誘導施設の割合 
※同じ都市機能誘導区域内で同じ分類の誘導施設が複数建っている場合は１とカウントします。 

・県・担当部局公表資料、休廃止の届出、民間施設ホームページ等より把握 
 
方針２ 利便性の高い交通ネットワークの維持と利用促進 

指標 現況値 
（2018） 

目標値 
（2025） 

公共交通利用者満足度 46.6％ 50.0％ 

■指標の考え方 
・JR 菊川駅の南北自由通路の整備をはじめ、各種交通施策を実施することで、「公共交通利用者満足度」が
増加しているかを確認します。 

■指標の算出方法 
・公共交通に関する市民アンケート調査による鉄道、路線バス、コミュニティバス、タクシーの合計の運行
サービス満足度（利用者）に対し、「満足」または「やや満足」と回答した割合。 
・「公共交通網形成計画」の目標値であり、公共交通網形成計画の見直しに合わせて修正します。 

期待される効果
を定量化 

方針１ 
ポテンシャルを生かした魅
力ある拠点の形成 

定量的な目標値① 

方針２ 
利便性の高い交通ネットワ
ークの維持と利用促進 

定量的な目標値② 

方針３ 
各地域の特性を生かしたメ
リハリある居住環境の形成 

定量的な目標値③ 

◆目標の構成 
《課題解決のための誘導方針》 《目標指標》 《期待される効果》 
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方針３ 各地域の特性を生かしたメリハリある居住環境の形成 

指標 現況値 
（2015） 

目標値 
（2045） 

居住誘導区域内の人口密度 36 人/ha 36 人/ha 

■指標の考え方 
・居住誘導区域内の人口密度が 2045 年には 33 人/ha※まで低下する見込みのところを、居住誘導区域内へ
の定住支援や低・未利用地の有効活用を推進することで、居住誘導区域内の人口密度が維持されているか
を確認します。 

■指標の算出方法 
・国勢調査を基に居住誘導区域内の人口を把握 
※国立社会保障・人口問題研究所が算出した値を基に推計 
 
 

（２）期待される効果 

菊川市に住み続けたい市民の増加 
（定住意向を示す市民の割合の向上） 

３つの目標指標が達成される（まちなかに施設が集積し、まちなかへつながる公共交通
の利便性が高くなり、それらの利便性が高い地域に多くの人が居住する）ことにより、市
民の暮らしに対する満足度が上昇し、定住意向を示す市民の割合※が、現状値の 61.6％
（2019 年）よりも高くなることが期待されます。 
 
※市民アンケート（毎年度実施）の「今後も菊川市に住み続けたいと思いますか」という設問に対し、「住み
続けたい」と回答した割合 
 
 
なお、効果を確認するための補足指標として、以下の指標についても継続的に把握して
いきます。 
＜方針１＞ ・都市機能誘導施設の絶対数 
＜方針２＞ ・JR 東海道本線菊川駅の乗降者数  

・しずてつジャストライン菊川浜岡線の乗降者数 
＜方針３＞ ・居住誘導区域内外の新築件数割合 

・居住誘導区域内外の人口割合 
 
 
 

２．評価・見直しの考え方 

本計画は長期的な都市の姿を展望し策定することとされています。今後、本市の人口動
向や施策の進捗状況、国の経済情勢、法制度の改正、国・県の施策の見直しなど、様々な変
化が想定されます。 
本計画の進行管理に当たっては、概ね５年毎に目標指標の達成状況を継続的に把握して
いきます。また、誘導施策の実施状況及び効果の検証・評価を行い、その結果や社会情勢、
住民ニーズの動向を踏まえ、必要に応じ本計画の見直しを行います。  
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３．届出制度 

居住誘導区域外・都市機能誘導区域外で一定規模以上の開発行為、建築行為等を行おう
とする場合や、都市機能誘導区域内で誘導施設の休廃止を行う場合に、事前の届出が義務
付けられます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【居住誘導区域】 
居住誘導区域外の区域で一定規模以上の住宅開発等を行おうとする場合には、原則と
して、市長への届出が義務付けられます。 

開
発
行
為 

①３戸以上の住宅の建築目的の開発行為 
②１戸又は２戸の住宅の建築目的の開発行為
で、その規模が 1,000 ㎡以上のもの 

③住宅以外で、人の居住の用に供する建築物と
して条例で定めたものの建築目的で行う開
発行為(寄宿舎や有料老人ホーム等) 

（※現在、菊川市では条例を制定していないため③は対象と
なりません。） 

建
築
行
為
等 

①３戸以上の住宅を新築しようとする場合 
②人の居住の用に供する建築物として条例で
定めたものを新築しようとする場合（寄宿舎
や有料老人ホーム等） 

（※現在、菊川市では条例を制定していないため②は対象と
なりません。） 

③建築物を改築し、又は建築物の用途を変更し
て住宅等（①、②）とする場合 

【都市機能誘導区域】 
都市機能誘導区域外の区域で、誘導施設を整備しようとする場合には、原則として、
市長への届出が義務付けられます。 
開
発

行
為 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合。 

開
発
行
為
以
外 

①誘導施設を有する建築物を新築しようとす
る場合 

②建築物を改築し誘導施設を有する建築物と
する場合 

③建築物の用途を変更し誘導施設を有する建
築物とする場合 

【都市機能誘導区域】 
都市機能誘導区域内で、誘導施設を休止又は廃
止しようとする場合には、市長への届出が義務付
けられます。 

例）病院を建てる場合 

例）病院を休止・

廃止する場合 

【①の例】 

【②の例】 

３戸の開発行為 ６戸の開発行為 

届出 
必要 

届出 
不要 

届出 
必要 

届出 
必要 

1,300 ㎡ 

１戸の開発行為 

800 ㎡ 

２戸の開発行為 

【①の例】 

３戸の建築行為 

届出 
必要 

届出 
不要 

１戸の建築行為 

【③の例】 

届出 
必要 

１戸の住宅を改築して３戸の住宅へ 
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１．用語集 

あ行 

液状化  地表付近の地下水を含んだゆるい砂層が、地震動により強度
を失い、液体状になること。 

か行 

寄宿舎  学校・事務所・病院・工場等の事業者が設置する居住施設で、
主として学生、職員、従業者等のうち、主に単身者を対象とす
る複数の寝室を有し、食堂、浴室等の共同施設が設けられた
もの。 

急傾斜地崩壊危険区域  崩壊する恐れのある急傾斜地で、その崩壊により相当数の居
住者その他の者に被害の恐れのあるものであって、急傾斜地
の崩壊が助長・誘発される恐れがないようにするため、一定
の行為制限の必要がある土地の区域を包括する区域。 
（急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律） 

居住誘導区域  人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維
持し、生活サービスや公共施設等が持続的に確保されるよう、
居住を誘導すべき区域。 

区域区分  市街化区域と市街化調整区域の区分。 

グリーンツーリズム  農山漁村地域において自然・文化、農林漁業との触れ合いや
人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動。 

公共下水道  主に市街地における下水を処理するために地方公共団体が管
理する下水道。 

合計特殊出生率  「15～49 歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの」で、
一人の女性がその年齢別出生率で一生の間に生むとしたとき
の子どもの数に相当する。 

国勢調査  国内に住んでいるすべての人と世帯を対象として、人口・世
帯等の実態を把握し、各種行政施策その他の基礎資料を得る
ことを目的とした統計調査。 

国土数値情報  地形、土地利用、公共施設などの国土に関する基礎的な情報
をGIS（地理情報システム）データとして整備したもの。 

国土利用計画  国土利用計画法に基づき、国、県、市区町村がそれぞれの区域
について定める国土の利用に関する計画。 

国立社会保障・人口問題研究所  厚生労働省に所属する国立の研究機関であり、人口や世帯の
動向を捉えるとともに、社会保障政策や制度についての研究
を行っている。 
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コンパクト・プラス・ネットワ
ーク（集約連携型都市構造） 

 人口減少・高齢化が進む中、地域の活力を維持するとともに、
医療・福祉・商業等の生活機能を確保し、高齢者が安心して暮
らせるよう、地域公共交通と連携した、コンパクトなまちづ
くり。 

さ行 

市街化区域  既に市街地を形成している区域及び概ね 10 年以内に優先的
かつ計画的に市街化を図るべき区域。 

市街化調整区域  市街化を抑制すべき区域。 

市街地開発事業  都市計画法に規定されている事業で、土地区画整理事業や市
街地再開発事業等の総称。一定の地域について、総合的な計
画に基づき、公共施設、宅地や建築物などの整備を一体的に
行い、健全な市街地を形成することを目的とする。 

地すべり防止区域  地すべりを起こしている区域、または地すべりを起こす恐れが
極めて大きい区域とこれに隣接する区域のうち、地すべりを助
長・誘発する恐れの大きい土地の区域。（地すべり等防止法） 

小規模保育事業所  保育園より少人数（定員６人～19 人）で、保護者の就労また
は疾病等により保育を必要とする児童（０歳～２歳児まで）
を預かる施設。 

人口密度  人口と土地面積の関係を示す指数となるもので、単位面積当
たりの人口数を示すもの。 

浸水想定区域  河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域。（水防法） 

スプロール  市街地が無計画に郊外に拡大し、虫食い状の無秩序な市街地
を形成すること。 

総合計画  市町村が、その地域全体について、総合的かつ効率的な行政・
財政の運営を目的として策定する最も基本的な計画で、市町
村の将来の姿や実現に向けた政策等について示したもの。 

た行 

地区計画  建築物の建築形態、公共施設等の配置などから、それぞれの
地区の特性にふさわしい良好な環境を整備、保全するための
地区単位の計画。一般的な地区計画では、その地区にふさわ
しい建築物の用途の種類、建ぺい率、容積率のほか、壁面の位
置や高さ、形態・意匠等の制限、垣または柵の構造等を定める
ことができる。 

ディベロッパー  宅地開発や新築マンション開発、都市開発、都市の再開発、リ
ゾート開発などを手がける開発事業者。 

DID 地区（人口集中地区）  国勢調査において設定される統計上の地区（Densely 
Inhabited District︓人口集中地区）。基本的には、人口密度が
4,000 人/km2 以上の基本単位区が互いに隣接し、人口が
5,000 人以上となる範囲に設定される。 
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低未利用土地権利設定等促進
計画 

 低・未利用地の権利者等と利用希望者とを行政が能動的にコ
ーディネートし、所有権にこだわらず複数の土地や建物に一
括して利用権等を設定する計画。 

東遠広域都市計画 都市計画区
域の整備、開発及び保全の方針 

 静岡県の東遠地域に位置する掛川市と菊川市を跨ぐように設
定された都市計画区域（東遠広域都市計画区域）において、都
道府県が都市計画区域ごとに定める土地利用や都市施設、市
街地開発事業、自然環境の保全などの都市計画に関する基本
的な方針。 

都市インフラ  都市及び都市活動を支える基盤の総称。道路・鉄道・港湾・ダ
ムなど産業基盤の社会資本、および学校・病院・公園・社会福
祉施設等の生活関連の社会資本など。 

都市機能増進施設  医療・福祉・商業その他の都市の居住者の共同の福祉又は利
便のために必要な機能を持つ施設のこと。 

都市機能誘導区域  福祉・医療・商業等の都市機能を都市の拠点に誘導して集積
することで、各種サービスの効率的な提供を図る区域。 

都市計画運用指針  国として、今後、都市政策を進めていくうえで都市計画制度
をどのように運用していくことが望ましいと考えているか、
また、その具体の運用が、各制度の趣旨からして、どのような
考え方の下でなされることを想定しているか等についての原
則的な考え方を示した指針。 

都市計画基礎調査  都市計画法に基づき、都市現況及び将来の見通しを定期的に
把握するための調査。 

都市計画区域  都市計画法等の適用を受け、一体の都市として総合的に整備、
開発、保全する必要のある区域。 

都市計画マスタープラン  都市計画法に規定された「市町村の都市計画に関する基本的
な方針」のことであり、市町村が行う種々の都市計画や、まち
づくりの基本的な方向性（ビジョン）が示される計画。 

都市構造の評価に関するハン
ドブック 

 各都市におけるコンパクトなまちづくりに向けた取組を支援
する参考図書として、都市構造の評価手法をとりまとめたもの
（国土交通省作成）。 

都市再生特別措置法  社会経済情勢の変化に対応した都市機能の高度化及び都市の
居住環境の向上等を図ることにより、社会経済構造の転換を
円滑にして、国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄
与することを目的とした法律。 

都市のスポンジ化  都市の内部において、空き地、空き家等の低・未利用の空間
が、小さな敷地単位で、時間的・空間的にランダムに、相当程
度の分量で発生する現象。 
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土砂災害警戒区域／土砂災害
特別警戒区域 

 「土砂災害警戒区域」は、急傾斜地の崩壊等が発生した場合
に、住民等の生命又は身体に危害が生じる恐れがあると認め
られる区域であり、危険の周知、警戒避難体制の整備が行わ
れる。 
「土砂災害特別警戒区域」は、その中から著しい危害が生ず
る恐れがあると認められる区域で、特定の開発行為に対する
許可制、建築物の構造規制等が行われる。 
（土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関
する法律） 

な行 

ネーミングライツ  「命名権」のことで、多くの人が集まるスポーツ・文化施設な
どに企業名や製品名などのブランド名を付ける権利。 

農業振興地域内農用地区域  各市町村の農業振興地域整備計画の農用地利用計画において
定める優良農地の区域。当該区域内の農地は、一般的に「青地
農地」と呼ばれ、一部のわずかな例外を除き、原則的に農地転
用は認められない。 

は行 

パーク＆ライド  自宅から自家用車で最寄りの駅又はバス停まで行き、車を駐
車させた後、鉄道やバスなどの公共交通機関を利用して都心
部の目的地に向かうシステム。 

非線引き  区域区分が定められていない都市計画区域。 

や行 

遊休市有地  何らかの理由によりその使用・稼働を休止し、活用されてい
ない市有の土地。 

誘導施設  都市の居住者の共同の福祉や利便のため必要な施設。 

用途地域  都市計画法上の地域地区の一つであり、市街地における土地
利用の純化を目的として定められる 13 種類の地域。 
第一種低層住居専用地域は、低層住宅のための地域。小規模
なお店や事務所をかねた住宅や、小中学校などが建てられる。 
第二種低層住居専用地域は、主に低層住宅のための地域。小
中学校などのほか、150ｍ2までの一定のお店などが建てられ
る。 
第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅のための地域。病
院、大学、500ｍ2までの一定のお店などが建てられる。 
第二種中高層住居専用地域は、主に中高層住宅のための地域。
病院、大学などのほか、1,500ｍ2までの一定のお店や事務所
など必要な利便施設が建てられる。 
第一種住居地域は、住居の環境を守るための地域。3,000ｍ2
までの店舗、事務所、ホテルなどは建てられる。 
第二種住居地域は、主に住居の環境を守るための地域。店舗、
事務所、ホテル、カラオケボックスなどは建てられる。 
準住居地域は、道路の沿道において、自動車関連施設などの
立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域。 
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田園住居地域は、農業と調和した低層住宅の環境を守るため
の地域。住宅に加え、農産物の直売所などが建てられる。 
近隣商業地域は、まわりの住民が日用品の買物などをするた
めの地域。住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられる。 
商業地域は、銀行、映画館、飲食店、百貨店などが集まる地
域。住宅や小規模の工場も建てられる。 
準工業地域は、主に軽工業の工場やサービス施設等が立地す
る地域。危険性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建
てられる。 
工業地域は、どんな工場でも建てられる地域。住宅やお店は
建てられるが、学校、病院、ホテルなどは建てられない。 
工業専用地域は、工場のための地域。どんな工場でも建てら
れるが、住宅、お店、学校、病院、ホテルなどは建てられな
い。 

ら行 

立地適正化計画  市町村が都市全体の観点から作成する、居住機能や福祉・医
療・商業等の都市機能の立地、公共交通の充実等に関する包
括的なマスタープラン。 

立地誘導促進施設協定  レクリエーション用の広場、地域の催しの情報提供のための
広告塔など、地域コミュニティやまちづくり団体（土地所有
者等）が共同で整備・管理する空間・施設（コモンズ）につい
て、地権者合意により締結する協定。 
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２．策定経緯 

◆検討スケジュールと内容 
日 付 会 議 等 内 容 

2018（平成 30）年 
９月 18日 

平成 30 年度第１回 菊川
市立地適正化計画策定委
員会・幹事会 

・立地適正化計画の概要 
・立地適正化計画の検討スケジュール 
・菊川市の現状 

2019（平成 31）年 
２月 12日 

平成 30 年度第２回 菊川
市立地適正化計画策定委
員会・幹事会 

・立地適正化計画（基礎調査編）につい
て 

・市民アンケート調査結果（中間報告）
について 

・立地適正化計画推進協議会の設置に
ついて 

2019（令和元）年 
５月 21日 

令和元年度菊川市都市計
画審議会（第 1回） 

・菊川市立地適正化計画の基礎調査結
果について 

５月 28日 令和元年度 第１回 菊川
市立地適正化計画策定委
員会（幹事会） 

・前年度の振り返りと今年度のスケジ
ュール 

・都市機能誘導区域と誘導施設 
・居住誘導区域 

６月 27日 令和元年度 第１回 菊川
市立地適正化計画策定委
員会 

・前年度の振り返りと今年度のスケジ
ュール 

・都市機能誘導区域と誘導施設 
・居住誘導区域 

７月 22日 令和元年度 第１回 菊川
市立地適正化計画推進協
議会 

・基礎調査結果と今年度のスケジュー
ル 

・都市機能誘導区域と誘導施設 
・居住誘導区域 

10 月１日 令和元年度 第２回 菊川
市立地適正化計画策定委
員会（幹事会） 

・立地適正化計画（第１～５章）修正箇
所の確認 
①都市機能誘導区域の変更 
②居住誘導区域の詳細設定 
・誘導施策 
・計画の推進に向けて 

10 月 30日 令和元年度 第２回 菊川
市立地適正化計画策定委
員会 

・立地適正化計画素案（第１～５章）の
修正箇所 
①都市機能誘導区域の変更 
②居住誘導区域の詳細設定 
・誘導施策 
・計画の推進に向けて 

2020（令和２）年 
１月 10日 

令和元年度 第3回 菊川市
立地適正化計画策定委員
会（幹事会） 

・立地適正化計画策定スケジュールに
ついて 

・立地適正化計画素案の修正箇所につ
いて 
①都市機能誘導施設の変更 
②居住誘導区域の変更 
③その他の修正 
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１月 28日 令和元年度 第3回 菊川市
立地適正化計画策定委員
会 

・立地適正化計画策定スケジュールに
ついて 

・立地適正化計画素案の修正箇所につ
いて 
①都市機能誘導施設の変更 
②居住誘導区域の変更 
③その他の修正 

２月 4日 令和元年度 第2回 菊川市
立地適正化計画推進協議
会 

・立地適正化計画策定スケジュールに
ついて 

・立地適正化計画素案について 
①基礎調査 
②都市機能誘導区域と誘導施設・居住
誘導区域 
③誘導施策・計画の推進に向けて 

７月 13日 令和２年度 第１回 菊川
市立地適正化計画策定委
員会（幹事会） 

・スケジュールについて 
・パブリックコメント意見について 
・届出の手引きについて 
・住民説明会・関係団体周知について 

７月 29日 令和２年度 第１回 菊川
市立地適正化計画策定委
員会 

・スケジュールについて 
・パブリックコメント意見について 
・届出の手引きについて 
・住民説明会・関係団体周知について 

10 月 14日 令和２年度 第１回 菊川
市立地適正化計画推進協
議会 

・立地適正化計画策定スケジュールに
ついて 

・計画書について 
①基礎調査 
②誘導区域・誘導施設 
③目標値 
・届出の手引きについて 

12 月 15日 令和２年度菊川市都市計
画審議会（第１回） 

・立地適正化計画について 
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◆菊川市立地適正化計画推進協議会 委員名簿 

菊川市立地適正化計画の策定及びその推進を図るため、関係者の意見を広く求めるための組織。 
推進協議会は、学識経験を有する者、商工業関係団体の代表者・構成員又は職員、農業関係団
体の代表者・構成員又は職員、医療・福祉関係団体の代表者・構成員又は職員、公共交通関係団
体の代表者・構成員又は職員、金融関係団体の代表者・構成員又は職員、市民の代表者、行政機
関の職員、その他市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する 12人以内で組
織する。 

職名 分野 氏 名 摘 要 備考 

会長 学識 おおさわ まさはる 日本大学理工学部教授  大沢 昌玄 

副会長 福祉 おおはし まさみ 菊川市社会福祉協議会長  大橋 眞佐美 

委員 商工業 まつした ともお 菊川市商工会副会長  松下 知生 

委員 企業 たかの だいさく 企業交流会会長  髙野 太作 

委員 農業 ほり みちよ 菊川市農業委員  堀 三千代 

委員 医療 いちかわ さちこ 菊川市立総合病院 
副院長兼看護部長  市川 幸子 

委員 交通 あらき りょうた しずてつジャストライン㈱ 
運行企画部地域交通課長  荒木 良太 

委員 金融 はらき わかこ 静岡銀行菊川支店 
ビジネスリーダー  原木 和加子 

委員 市民 はせがわ ひろひこ 天竜浜名湖鉄道㈱ 代表取締役社長  長谷川 寬彦 

委員 市民 おの えり ＮＰＯ法人 生活支援施設か
すみ草  小野 恵理 

委員 行政 きっかわ ひろふみ 静岡県袋井土木事務所 都市計画課長  吉川 浩史 
協議会設立時 

 

職名 分野 氏 名 摘 要 備考 

オブザーバー 行政 

じげ おさむ 国土交通省中部地方整備局
建政部都市調整官 

2019（令和
元）年度 地下 調 

かど しげひと 国土交通省中部地方整備局
建政部都市調整官 

2020（令和
2）年度 嘉戸 重仁 
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◆菊川市立地適正化計画策定委員会 委員名簿 

菊川市立地適正化計画の円滑かつ効率的な策定に資するための庁内組織。 
委員会は、委員長を副市長に、副委員長を建設経済部長とし、委員は、市職員の中から市長が
任命する。 
職名 名 称 備 考 

委員長 副市長  

副委員長 建設経済部 部長  

委員 総務部 地域支援課長  

委員 危機管理部 危機管理課長  

委員 
企画財政部 

企画政策課長  

委員 財政課長  

委員 生活環境部 下水道課長  

委員 
健康福祉部 

福祉課長 2018（平成 30）年度 

委員 長寿介護課長  

委員 こども未来部 こども政策課長 2019（令和元）年度、 
2020（令和 2）年度 

委員 

建設経済部 

建設課長  

委員 都市計画課長  

委員 商工観光課長  

委員 農林課長  

委員 教育文化部 教育総務課長  

委員 菊川市立総合病院 経営企画課長  

委員 菊川市消防本部 消防総務課長  
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◆菊川市立地適正化計画策定委員会 幹事会 委員名簿 

委員会に所掌事務を分掌させるため、幹事会を置く。 
幹事会は、幹事長を建設経済部長、副幹事長を都市計画課長とし、幹事は市職員の中から委員
長が任命する。 
職名 名 称 備 考 
幹事長 建設経済部 部長  

副幹事長 建設経済部 都市計画課長  

幹事 
総務部 

調整室  

幹事 地域支援課自治振興係長  

幹事 危機管理部 危機管理課防災計画係長  

幹事 

企画財政部 

調整室  

幹事 企画政策課政策係長  

幹事 財政課財政係長  

幹事 
生活環境部 

調整室  

幹事 下水道課庶務係長  

幹事 

健康福祉部 

調整室  

幹事 福祉課児童福祉係長 2018（平成 30）年度 

幹事 長寿介護課高齢者福祉係長  

幹事 
こども未来部 

調整室 2019（令和元）年度、 
2020（令和 2）年度 

幹事 こども政策課こども政策係長 2019（令和元）年度、 2020（令和 2）年度 
幹事 

建設経済部 

調整室  

幹事 建設課整備係長  

幹事 都市計画課都市整備係長  

幹事 商工観光課産業振興係長  

幹事 農林課農地利用係長  

幹事 
教育文化部 

調整室  

幹事 教育総務課施設係長  

幹事 菊川市立総合病院 経営企画課経営企画係長  

幹事 菊川市消防本部 消防総務課総務係長  
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